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D 　完了・廃止

A 　現状のまま継続

B 　見直し（重点化、縮小、統合）のうえ継続

C 　休止

B　ある程度達成しているが、一部課題が残る ６～８割

C　達成が不十分であり、改善を要する ３～５割

D　達成にはほぼ遠く、事業の見直しを要する ２割以下

大和高田市男女共同参画計画　ビッグステップ（第３次）実施状況報告書について

　　　　　「大和高田市男女共同参画推進条例」第１４条に基づき、男女共同参画計画　ビッグステップ（第３次）に基づく施策の
　　　 　　  推進状況を報告します。

事業の総合評価基準 達成度（事業量）の目安

A　十分達成している ９割以上
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 担当課

施策そのも
のが男女共
同参画に関
するもの

男女共同参
画の視点で
施策を展開
するもの

Ⅰ　男女
平等・男
女共同参
画意識が
すみずみ
まで浸透
したまち

1
男女平等・男女共同参
画推進のための広報・
啓発活動の推進

●「男女共同参画週間」「女性に対する暴力をなくす運動」等や市のホー
ムページ等のあらゆる機会を活用して、多様なメディアを通じた情報発信
を充実します。
●子育て世代を対象にした固定的な性別役割分担意識の解消について
の広報・啓発活動を強化します。
●男女共同参画の考え方を浸透させるために市民との協働による事業を
推進します。
●あらゆる市の作成物や情報の発信については、男女平等・男女共同参
画の視点に立った適切な表現に努めます。

人権施策課
広報広聴課
関係課

● ●

2
多様性を認める意識の
醸成

●女性をはじめ、子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題、外国人、
性的マイノリティ等の人権課題を解決できるよう、多様性を認め合う共生社
会についての理解を深める施策を進めます。

人権施策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

2

【重点施策】
市職員の男女平等・
男女共同参画意識の
向上

3
男女平等・男女共同参
画意識の浸透

●市職員等が男女共同参画の視点に配慮した施策を進められるように研
修、情報提供を充実します。

人権施策課
人事課

●

4
男女共同参画に関す
る情報提供の充実

●市立図書館等と連携し、男女共同参画に関する図書、児童図書、資
料、ＤＶＤ等の情報提供を行います。

人権施策課
生涯学習課

●

5
男女共同参画に関す
る調査・研究の充実

●男女共同参画施策を進めるための基礎資料となるよう、男女共同参画
に関する意識や実態、取組状況等を測るための調査・分析を行います。

人権施策課 ●

２　男女平
等、男女共
同参画に
関する教
育・学習の
充実

4
保育所・幼稚園・学校
における男女共生教
育の充実

6
保育所・こども園・幼稚
園・学校における男女
共生教育の充実

●男女共生教育を充実します。
●各保育所、園、学校での年度ごとの男女共生保育・教育に関する取組
状況の把握をします。
●保育士、教職員の男女共生保育・教育の実践につながる研修を実施し
ます。
●学習指導要領に基づき、子どもの発達の段階を踏まえた適切な性に関
する教育を実施します。

保育幼稚園課
学校教育課

● ●

大和高田市男女共同参画計画　ビッグステップ（第３次）具体的な施策の内容

１　男女平
等・男女共
同参画意
識の浸透

1
男女平等・男女共同
参画推進のための広
報・啓発活動の推進

3
男女共同参画に関す
る調査・研究、情報収
集・提供の充実
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5
【重点施策】
一人ひとりの自立・職
業意識を育む教育・学
習の推進

7
子どものエンパワーメ
ント支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にする進路指導を進めま
す。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏まえ、社会教育の中で
労働観、職業観を養えるようキャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができるように、ボランティア活動・
体験活動の充実を図ります。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というスキルを育むための学習
機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学ぶための情報や学習
機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体等に対して、男女平等・
男女共同参画を学ぶための情報や学習機会の提供を充実します。

人権施策課
保育幼稚園課
こども家庭課
学校教育課
生涯学習課
教育支援課

●

6
多様な選択を可能に
する学習機会の提供

8
子どもからシニアまで
が多様な選択を可能に
する学習機会の提供

●子どもからシニアまでが、多様な生き方を選択できるよう、生涯学習機会
を提供すると同時に、様々な機会、媒体を通して情報提供します。
●高齢者等の社会参加活動を促進するための生涯学習の充実を図りま
す。
●男女共同参画の視点に配慮した表現について学べる機会を提供しま
す。

人権施策課
生涯学習課

● ●

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 担当課

施策そのも
のが男女共
同参画に関
するもの

男女共同参
画の視点で
施策を展開
するもの

7

【重点施策】
市役所における「女性
管理職30％以上」に
向けた加速化

9
女性職員・教職員の活
躍の推進

●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行
動計画」並びに「大和高田市人材育成基本方針」に基づき、「女性職員の
管理職登用」「指導的地位への女性職員の人材育成」を進めます。
●女性教職員の管理職への登用を働きかけます。

人権施策課
人事課
学校教育課

●

8
審議会等への女性の
参画比率の向上

10
審議会等の女性委員
の比率を令和8年度ま
でに35％とする

●庁内男女共同参画推進本部等を通じて、審議会等へ女性が参画する
ことの重要性について共通認識を形成します。
●市民公募の拡大を図ります。
●地域活動団体等への協力要請をします。

人権施策課
関係課

●

9
女性リーダーの発掘・
育成

11
女性リーダーの発掘・
育成

●審議会等への登用を図るために、女性が能力やスキルをもつための意
識啓発、学習機会の提供、学習活動への支援を行います。
●市との連携事業等を通じて女性リーダーを育成するとともに、新たな女
性リーダーの発掘を行います。
●女性のチャレンジ支援の好事例を収集し、提供します。
●地域活動や市民活動での意思決定の場への女性の参画を促進しま
す。

人権施策課
●

Ⅱ　男女
がともに
あらゆる
分野に参
画できる
まち

３　政策・
方針決定
の場への
女性の参
画推進
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 担当課

施策そのも
のが男女共
同参画に関
するもの

男女共同参
画の視点で
施策を展開
するもの

Ⅱ　男女
がともに
あらゆる
分野に参
画できる
まち

４　男女が
いきいき働
けるための
環境整備
（「女性活
躍推進計
画」に位置
づける）

10

男女平等・男女共同
参画の視点に立った
職場環境の整備につ
いて事業所への働き
かけの強化

12
「女性活躍推進法」に
基づく事業所への働き
かけの強化

●「女性活躍推進法」の周知を図ります。
●地域の実情に応じた女性活躍推進のための取組について協議を行うた
めの「協議会」を設置し、取組を進めます。
●「いきいき会社宣言事業所」制度を推進します。
●労働基準法、男女雇用機会均等法等、男女がともに働き続けられる職
場づくりに係る法律・制度の周知を徹底します。
●長時間労働の見直し、均等な機会・待遇の確保、女性の管理職への登
用等、男女がともに働き続けられる職場づくりに関する研修機会を提供し
ます。
●妊娠・出産・子育て、介護を担う男女労働者がいきいきと働き続けられる
よう、職場環境の整備（マタニティ・ハラスメント等様々なハラスメント対策を
含む）についての情報提供や啓発活動を充実します。

人権施策課
商工振興課

● ●

13

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）実現のための事業
所への働きかけ

●長時間労働等の男性中心型労働慣行の見直し等を通して、男女労働
者が自身の望む仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できる
よう、事業所や労働者に対して情報提供や啓発活動を積極的に実施しま
す。
●男女がともに働きやすい職場づくりへのインセンティブ付与となるよう、
顕彰制度等を充実します。

人権施策課
商工振興課

●

14
安心して働き続けるた
めの支援策の充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行
動計画」並びに「大和高田市子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、仕事と子育てや
介護の両立ができる環境の整備を進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団体との協働を進め、子
育て支援を充実します。

人権施策課
人事課
商工振興課
社会福祉課
こども家庭課
保育幼稚園課
地域包括ケア
　　　　推進課

●

15 女性の就労支援

●将来を見通す人生設計や職業観を形成・向上するための学習機会を
提供します。
●就職、転職、再就職に必要な知識や技術を身につけることのできる学
習機会を提供します。
●関係機関と連携し、就労支援事業を行います。

人権施策課
商工振興課
農業振興課

●

16
事業所と働きたい女
性・若者とのマッチング

●関係機関と連携し、求人を希望する市内事業所と仕事をしたい女性や
若者とのマッチング事業を行います。

人権施策課
商工振興課
農業振興課

●

17
起業支援及び農業に
関わる女性への支援

●大和高田商工会議所等と連携し、地域活性化や6次産業化への女性の
参画、創業に対しての支援を充実します。

商工振興課
農業振興課

●

11

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進

12
【重点施策】
女性の就労支援・起
業支援

4



5　男女が
ともに担う
まちづくり
の推進

18
男女共同参画の視点
を踏まえた地域活動の
広報・啓発活動の推進

●市民活動を希望する男女のために、市民活動グループ等の情報提供
や相談に対応します。
●シニア世代の人口増加を踏まえ、シニアが地域活動や地域における子
育て・家事支援等の場面で活躍できるよう、きっかけづくりを進めていきま
す。

人権施策課
商工振興課
まち振興課

●

19
男女共同参画の視点
に立った協働によるま
ちづくりの推進

●地域活動団体に対して、意思決定の場への女性の参画等、男女共同
参画の視点に配慮した運営について働きかけをし、活動の活性化を促進
します。
●「市民交流センター（コスモスプラザ）」を拠点として、男女がいきいきと
活動できるよう、情報発信、各種団体の交流促進、協働コーディネートを
行います。
●男女共同参画の視点に配慮した「市民交流センター（コスモスプラザ）」
の運営を図ります。

人権施策課
まち振興課 ●

20

男女のニーズの違いを
反映した防災・災害復
興対策の推進とみんな
で担う地域防災の促進

●防災に関する意思決定の場への女性の参画を拡大していきます。
●男女のニーズの違いを反映した防災・災害復興対策を推進します。
●女性消防団との連携等により、男女が協力して担う地域防災の普及を
図るとともに、女性の視点を取り入れた地域の対策が進むように働きかけ
ます。

危機管理課 ● ●

14

【重点施策】
男性の家庭生活や地
域活動への参画の促
進

21

男性の家庭生活や地
域活動への参画を進
めるための学習機会
の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供します。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供します。

人権施策課
こども家庭課
保育幼稚園課
健康増進課
学校教育課
生涯学習課

●

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 担当課

施策そのも
のが男女共
同参画に関
するもの

男女共同参
画の視点で
施策を展開
するもの

Ⅲ　健康
と安心が
守られる
まち

6　男女の
生涯を通じ
た健康づく
り

15
男女の性差に基づくラ
イフステージに対応し
た健康保持・増進

22
生涯を通じた男女の健
康保持・増進の支援

●「第2 次元気はつらつ大和高田21 」に基づき、男女が人生の各段階で
その健康状態に応じて適切に自己管理できるよう、健康づくりの場を充実
します。
●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やします。
●関係課との連携による発達段階に応じた思春期における心身や性の悩
み等、不安解消のための相談体制の充実を図ります。
●自殺予防のために相談機関の活用の働きかけや「こころの講座」の開催
等の取組を充実します。
●男性相談の実施に努めます。
●妊婦・子どもをたばこの受動喫煙から守るために喫煙による健康被害に
ついての正しい知識と普及に努めます。

人権施策課
健康増進課
学校教育課
教育支援課

●

13

【重点施策】
地域防災やまちづくり
等における男女共同
参画の推進

5



基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 担当課

施策そのも
のが男女共
同参画に関
するもの

男女共同参
画の視点で
施策を展開
するもの

Ⅲ　健康
と安心が
守られる
まち

6　男女の
生涯を通じ
た健康づく
り 15

男女の性差に基づくラ
イフステージに対応し
た健康保持・増進

23
妊娠・出産時における
健康支援

●早期の妊娠届出の働きかけや妊婦健診等の保健サービスの推進によ
り、妊娠・出産期の健康管理の充実を図ります。
●妊娠中及び出産後の女性労働者に対して、「母性健康管理指導事項
連絡カード」の活用を働きかけます。
●健診等における託児サービスの充実を図り、健診に参加しやすい環境
をつくります。

健康増進課 ●

16

リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツの視点を取
り入れた心身の健康
相談の充実

24
心身の健康に関する
情報提供・相談の充実

●若年層に向けたリプロダクティブ・ヘルス／ライツに立った健康に関する
情報提供を充実します。
●妊娠や出産、様々な健康をおびやかす問題等について、自分が決定
できるという権利を保障し、安心して相談できるよう、健康相談や電話相談
を充実します。
●フェミニストカウンセラーによる女性相談の充実を図ります。

人権施策課
健康増進課

●

7　女性に
対するあら
ゆる暴力
の根絶

25
女性や子どもに対する
暴力・虐待を許さない
認識の浸透

●暴力防止、暴力根絶のための啓発活動を充実します。
●女性に対する暴力根絶のための学習機会を提供します。

人権施策課
こども家庭課

●

26
DV 防止法、ストーカー
規制法等についての
広報、学習機会の提供

●女性に対する暴力は犯罪であるという認識を深めるとともに、女性に対
する暴力に関する法律についての理解を深められるよう、広報活動、学習
機会を提供します。

人権施策課 ●

27
女性や子どもに対する
性的な暴力の根絶に
向けた対策の推進

●女性や子どもを性的ないし、暴力行為の対象としてとらえた性・暴力表
現は、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものであり、女性や子ど
もに対する人権侵害となるものもあるという観点から啓発を行います。
●ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）等、インターネット上のコ
ミュニケーションツールを利用した交際相手からの暴力、性犯罪、売買春、
人身取引等、暴力が一層多様化していることから、性犯罪に巻き込まれな
い力を養う（メディア・リテラシー）等、情報や学習機会を提供します。
●新たな形の暴力に対して的確に対応していきます。
●性暴力被害者への支援を行っている支援団体等の情報提供を行いま
す。

人権施策課
学校教育課
教育支援課

●

17
女性や子どもに対す
る暴力の予防と根絶

6



28
子ども・女性に対する
暴力の発生を防ぐ環境
づくり

●犯罪防止の視点に立った公園等の整備等、犯罪被害に遭いにくいまち
づくりを推進します。

都市計画課 ●

29
青少年の健全育成の
促進

●児童ポルノや性・暴力表現を扱うメディアが青少年に与える影響を考慮
し、関係機関と連携し、青少年の健全育成を阻害する有害環境の浄化に
努めます。

教育支援課 ●

30
セクシュアル・ハラスメ
ント防止のための事業
所等への働きかけ

●セクシュアル・ハラスメントの防止に関する事業主の講ずるべき措置を周
知徹底します。

人権施策課
商工振興課

●

31

セクシュアル・ハラスメ
ント等の防止のための
職員に対する研修の
実施

●セクシュアル・ハラスメント等を起こさない職場づくりをめざして、庁内研
修を実施します。

人権施策課
人事課

●

32
学校や地域におけるセ
クシュアル・ハラスメン
ト防止対策の充実

●学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策を充実します。
●地域でのセクシュアル・ハラスメントを防止するために啓発活動や出前
講座等学習機会の提供を充実します。

人権施策課
学校教育課

●

33 相談体制の充実

●必要な女性に行き渡るよう、女性相談等、DV 相談ができる窓口を周知
徹底します。
●相談者がひとりで悩むことなく安心して相談できるよう関係課及び関係
機関との連携を図り、相談機能を強化します。
●地域の身近な相談窓口となる民生委員・児童委員等に対しDV に関す
る情報提供や研修を実施します。

人権施策課 ●

34
被害者の安全な保護
（被害者の子どもの安
全も含む）

●関係機関・庁内各課が共通認識がもてるよう、DV対応マニュアルを作
成します。
●緊急に被害者の保護が必要となった場合、警察や奈良県配偶者暴力
相談支援センター等の関係機関と連携しながら、被害者及び同行家族の
安全確保を図ります。
●夜間の対応に関しては、警察や奈良県配偶者暴力相談支援センターと
の連携を強化します。

人権施策課
こども家庭課

●

35
被害者の自立を支える
効果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧制限について職員間の
認識の共有化を図り、被害者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係機関及び関係課と連携
し、DV 被害者への中長期的な支援として、生活の自立、心のケア等につ
いて様々な助言及び支援を行います。
●母子父子自立支援員やハローワーク等と連携し、就労支援を行いま
す。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、継続的なフォローを行
います。

人権施策課
市民課
こども家庭課
社会福祉課
保護課
健康増進課

●

18
セクシュアル・ハラスメ
ント等の防止対策の
推進

19

【重点施策】
ＤＶの防止及びＤＶ被
害者自立に向けた支
援
（「DV 防止基本計画」
に位置づける）
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 担当課

施策そのも
のが男女共
同参画に関
するもの

男女共同参
画の視点で
施策を展開
するもの

Ⅲ　健康
と安心が
守られる
まち

7　女性に
対するあら
ゆる暴力
の根絶 36 子どもに対する支援

● DV が要因の児童虐待もあることから、健診や育児相談、保育所・幼稚
園・学校現場等、様々な機会を通してDV の発見に努めます。
● DV が子どもにも悪影響を及ぼすことから、家庭児童相談室等関係機
関と連携し、被害者の子どもに対する精神的ケア等の支援を推進します。
● DV から子どもを守るために家庭児童相談室や関係機関、保育所・幼
稚園・学校現場等と連携し、被害者の子どもの身の安全を図ります。

人権施策課
こども家庭課
保育幼稚園課
健康増進課
学校教育課

● ●

37
デートＤＶに関する総
合的な対策

●民間団体と連携し、若い世代のデートDVの実態の把握に努めます。
●民間団体と連携し、デートDV に関して相談が受けられる体制づくりを
し、周知します。
●暴力をともなわない人間関係を構築する観点から、民間活動団体と連
携し、若年層や教育関係者に対する予防啓発の拡充、教育・学習の充実
を図ります。

人権施策課
学校教育課

●

38
シニア女性、障がいの
ある女性、在住外国人
女性等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に対して、関係課及び関
係機関との連携を図り、相談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

人権施策課
こども家庭課
社会福祉課
保護課
地域包括ケア
　　　　推進課
健康増進課

●

39
関係機関との連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及び関係機関との連携を
強化します。

人権施策課
広報広聴課
生活安全課
社会福祉課
保護課
こども家庭課
保育幼稚園課
健康増進課
地域包括ケア
　　　　推進課
学校教育課
教育支援課

●

19

【重点施策】
ＤＶの防止及びＤＶ被
害者自立に向けた支
援
（「DV 防止基本計画」
に位置づける）
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40
被害男性・加害男性へ
の支援

●民間支援団体が実施する加害者更生プログラムについての情報提供を
します。
●女性から男性に対するDV が発生していることから、男性被害者への取
組に努めます。

人権施策課 ●

41
相談窓口の情報提供
や相談機関との連携に
よる支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに届くよう、身近な相談窓
口や民間活動団体の取組等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行います。

人権施策課
社会福祉課
保護課
こども家庭課
健康増進課
地域包括ケア
　　　　推進課

●

42
地域での助け合いの
促進

●地域で暮らすひとり親家庭の親子や高齢者、障がい者、在住外国人、
同和地域の女性等が安心して暮らせるよう、各種地域団体や地域住民等
により、地域の中で支え合うしくみを促進します。

人権施策課
社会福祉課
保護課
こども家庭課
地域包括ケア
　　　　推進課

●

43

男女共同参画の視点
に立った介護保険事
業、地域支援事業の推
進

●男女共同参画の視点に立って「大和高田市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画」を推進します。

地域包括ケア
　　　　推進課

●

44
障がい者の生活自立
の支援

●「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」
（平成28 年4 月施行）に基づいた取組を推進します。
●男女共同参画の視点に立って「大和高田市障害者福祉基本計画・障
害福祉計画」を推進します。

社会福祉課 ●

45 国際理解・多文化共生
●在住外国人の女性やその子どもたちに対して支援を行います。
●ホームページ「やさしいにほんご」の充実を図ります。

人権施策課
学校教育課
保育幼稚園課
広報広聴課

●

21
ひとり親家庭の自立
支援

46
母子家庭・父子家庭へ
の支援

●ひとり親家庭の親子が安心して生活できるよう、生活支援、子育て支
援、就業支援等を充実します。
●相談窓口の周知を図ります。
●母子父子自立支援員等の相談担当者等に対して、男女共同参画の視
点に立った研修を充実します。

こども家庭課
保護課

●

8　困難な
状況に置
かれている
女性等が
安心して暮
らせる社会
づくり

20
困難を抱えた女性の
ための支援
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

１　男女平
等・男女共
同参画意識
の浸透

1

男女平等・
男女共同参
画推進のた
めの広報・
啓発活動の
推進

1

男女平等・男
女共同参画
推進のため
の広報・啓発
活動の推進

●「男女共同参画週間」「女性に対する暴力をなく
す運動」等や市のホームページ等のあらゆる機会
を活用して、多様なメディアを通じた情報発信を充
実します。
●子育て世代を対象にした固定的な性別役割分
担意識の解消についての広報・啓発活動を強化し
ます。
●男女共同参画の考え方を浸透させるために市民
との協働による事業を推進します。
●あらゆる市の作成物や情報の発信については、
男女平等・男女共同参画の視点に立った適切な表
現に努めます。

●広報誌、市のホームページ等にお

ける情報の発信の際には、男女共同

参画の視点に立った適切な表現をお

こないます。

●広報誌、市のホームページ等への

写真・イラスト等の掲載にあたっては、

性別による固定観念を抱かせないも

のを使用します。

●家庭、職場、地域社会における固定

的な性別役割分担意識の解消につい

ての広報・啓発活動をおこないます。

●広報誌等に掲載する際は、

男女いずれかに偏った表現と

ならないよう作成した。

●広報誌等に掲載する写真や

イラストは、性別による固定観

念を抱かせないよう配慮した。

●男女共同参画週間等の記

事を掲載する等を通して、啓発

を行った。

Ａ

引き続き、男女共同参画の

視点に立った適切な文書作

成、記事等の掲載を行うとと

もに、啓発に関する記事掲

載等の広報・啓発活動を実

施する。

Ａ

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

●「大和高田市虐待防止ネットワー

ク」の関係課及び関係機関との連携

を密にし、支援のための情報発信をお

こないます。

●パープルリボン運動等の取

組を広報誌等に掲載し、周知

を行った。毎月の「女性相談」

については、広報誌に掲載し、

相談場所等の周知に努めた。

Ａ

大和高田市虐待防止ネット

ワークの関係課及び関係機

関との連携を密にし、情報

発信を継続していく。

Ａ

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり 20

困難を抱え
た女性のた
めの支援

45
国際理解・多
文化共生

●在住外国人の女性やその子どもたちに対して支
援を行います。
●ホームページ「やさしいにほんご」の充実を図り
ます。

●広報誌等の発行物の内容を平易

な表現に改めます。

●ホームページにルビ振り機能を導

入し、分かりやすさの充実を図ります。

●各課からの提出の広報原稿

について、当課でなるべく簡潔

でわかりやすい表現に変更し

た。

●随時、必要な更新作業を行

い、ホームページのルビ振り機

能で分かりやすさを図った。

Ａ

広報誌等の内容について

は、引き続き、分かりやすい

表現とするよう努める。

Ａ

企画政策部　　広報広聴課　

　　 　記入者（　武田 厚史　）
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

１　男女平
等・男女共
同参画意識
の浸透 2

【重点施策】
市職員の男
女平等・男
女共同参画
意識の向上

3
男女平等・男
女共同参画
意識の浸透

●市職員等が男女共同参画の視点に配慮した施
策を進められるように研修、情報提供を充実しま
す。

人権研修を実施し、LGBTQをテーマ

とした講演を行った（令和５年１月）

課長補佐級職員と希望者を対

象に５４名が参加し、男女共同

参画についての理解を深めた。
B

男女だけでない多様性に対

応する配慮が必要になって

くると考え、研修内容の範囲

を広げていきたい。 B

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

３　政策・方
針決定の場
への女性の
参画推進

7

【重点施策】
市役所にお
ける「女性
管理職30％
以上」に向
けた加速化

9
女性職員・教
職員の活躍
の推進

●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
人材育成基本方針」に基づき、「女性職員の管理
職登用」「指導的地位への女性職員の人材育成」
を進めます。
●女性教職員の管理職への登用を働きかけます。

医療職を除く管理的地位にある職員

に占める女性割合を３０％以上に引き

上げる。

女性管理職割合の割合の引き

上げ

課長補佐級以上の女性割合

（医療職、派遣職員を除く）

令和5年度22.8％

令和4年度25.2％

課長級女性職員が退職し、課

長補佐級職員が

(R5事務職のみの管理職割

合）

男　76人（240人中)　31.7％

女　13人（144人中)　　9.0％

C

管理職に登用出来るよう指

導的地位への女性職員の

人材育成を進める。

B

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

11

仕事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

男性職員の育児休業取得、子育て期

の職員の両立支援制度を活用促進

に努める。

働き方に合わせた育児休業制度を取

得できるよう、出産、育児にかかる休

暇をまとめたパンフレットを作成し掲

示した。

育児休業取得率

令和４年度

男性職員　23.1％

女性職員100.0％

令和３年度

男性職員　12.5％

女性職員　96.3％

配偶者出産休暇取得率

令和４年度46.2％

令和３年度87.5％

B

育児休業制度の改正に伴う

広報。相談窓口の設置

B

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

18

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等の防
止対策の推
進

31

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等
の防止のた
めの職員に
対する研修
の実施

●セクシュアル・ハラスメント等を起こさない職場づ
くりをめざして、庁内研修を実施します。

公平委員会を通じ、苦情処理窓口の

広報を行った。

セクシュアルハラスメント以外のハラ

スメントを含めて対応できるハラスメ

ント要綱を令和５年４月施行した。

新規採用職員、新任課長級職員に対

するハラスメント研修を行い啓発を

行った。

ハラスメント全般に対する研修

の実施

B

研修を通じて、男女ともに働

きやすい職場づくりを目指

す。

B

企画政策部　人事課

　 　記入者（　　奥　智哉 　　）
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

35
被害者の自
立を支える効
果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧
制限について職員間の認識の共有化を図り、被害
者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関及び関係課と連携し、DV 被害者への中長期
的な支援として、生活の自立、心のケア等について
様々な助言及び支援を行います。
●母子父子自立支援員やハローワーク等と連携
し、就労支援を行います。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、
継続的なフォローを行います。

●住民基本台帳事務等におけるＤＶ・

ストーカー行為等の被害者を保護す

るための支援措置

・本市における適正な支援措

置の実施に加え、関係市区町

村と密に連携を図ることで、ＤＶ

等の被害者の保護に努めた。

（令和４年度　申請５６件）

・他課に対して、DV等の被害

者情報の厳重な管理の徹底と

適切な事務処理対応を依頼し

た。

・支援措置の延長に係る手続

きの一部を、警察と連携を図る

ことにより、DV等の被害者の手

続きの負担軽減を行った。

B

・これまでと同様に支援措置

の適切な運用を行い、関係

市区町村と協力して、ＤＶ等

の被害者の保護に尽力す

る。

・市民課だけでなく、他課に

も支援措置に対する認識を

深めてもらい、全庁的に厳

重な個人情報管理と運用を

行う。

・多様化するケースに臨機

応変に対応するために、警

察や児童相談所等と協力し

合いながら、さらなる支援措

置体制の充実を図る。

Ａ

市民生活部　　市民課

　記入者（　東浦　章仁　　）
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

１　男女平
等・男女共
同参画意識
の浸透

●「男女共同参画週間」「女性に対する暴力をなく
す運動」等や市のホームページ等のあらゆる機会
を活用して、多様なメディアを通じた情報発信を充
実します。
●子育て世代を対象にした固定的な性別役割分
担意識の解消についての広報・啓発活動を強化し
ます。
●男女共同参画の考え方を浸透させるために市民
との協働による事業を推進します。
●あらゆる市の作成物や情報の発信については、
男女平等・男女共同参画の視点に立った適切な表
現に努めます。

●「男女共同参画週間」広報・啓発

活動（６月）パネル展6/20～30

　「女性に対する暴力をなくす運動」

広報・啓発活動（11月）パネル展

11/8～26

●ヒートハートたかだとの協働事業

●男女共同参画をテーマにした標語

募集

●男女共同参画情報誌「はーも

にー」発行（市内全戸配布）

●女と男ハートアップフォーラ

ム（7/2　参加者200名）

　・講演会：谷口真由美さん「お

ばちゃん目線で見る男女共同

参画～みんなハッピーに暮らす

には～」

　・男女共同参画をテーマにし

た標語紹介（ヒートハートたか

だ運営委員）

●ヒートハートたかだリーダー

養成講座（1/10ならコープ男

女共同参画研究会いこ～る

「ジェンダー・さまざまな思い込

みを考える」24名参加）

●男女共同参画をテーマにし

た標語に53作品の応募があっ

た。優秀作品を決定し次年度

の啓発標語として活用する。

　「人と人　男と女　わかりあっ

て　助け合って　楽しい人生に」

A

●男女共同参画の意識を浸

透させるため、引き続き広

報・啓発活動等を行う。

Ａ

市民生活部　　人権施策課１

　記入者（　 杉 本 利 恵 　）

1 1

男女平等・男
女共同参画
推進のため
の広報・啓発
活動の推進

男女平等・
男女共同参
画推進のた
めの広報・
啓発活動の

推進
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

１　男女平
等・男女共
同参画意識
の浸透

1

男女平等・
男女共同参
画推進のた
めの広報・
啓発活動の
推進

2
多様性を認
める意識の
醸成

●女性をはじめ、子ども、高齢者、障がいのある
人、同和問題、外国人、性的マイノリティ等の人権
課題を解決できるよう、多様性を認め合う共生社会
についての理解を深める施策を進めます。

●人権セミナー（年4回）

●地区別懇談会

●広報誌「人権シリーズ」（毎月）

●人権啓発冊子「扉」の発行（年1回

全戸配布）

●市民集会

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため「みんぞくの広場」は中止

●「人権セミナー」（年4回）

  ①7/20「生命を超すものは

ない」（26名参加）

  ②8/24 「大きな社会の小さ

な声～私と私の中の被差別部

落～」（33名参加）

  ③8/30「子どもの人権

CAPプログラムから考える」

（27名参加）

  ④10/12「鬼って何（誰）だ

ろう～鬼と考える人権～」 （20

名参加）

●地区別懇談会（オンライン開

催　11/18.11/22）

●「人権を確かめ合う日」市民

集会　「生徒をエンパワする学

校」（YouTube配信　95回視

聴）

●差別をなくす市民集会　7/9

「音楽と人権」（130名参加）

人権意識の高揚を図るため、

あらゆる人を対象とし、さまざま

な課題の学習の機会を提供し

た。

B

●多様性を認め合う共生社

会への理解を深めるため今

後もさまざまな人権課題を

テーマにし、学習の機会を提

供する。

Ａ

2

【重点施策】
市職員の男
女平等・男
女共同参画
意識の向上

3
男女平等・男
女共同参画
意識の浸透

●市職員等が男女共同参画の視点に配慮した施
策を進められるように研修、情報提供を充実しま
す。

●男女共同参画職員研修

　　※人事課主催

　

　

　

●男女共同参画職員研修（2

部制）

対象者：課長補佐、希望者

講師：性と生を考える会　中田

ひとみさん

テーマ：LGBTQと人権～性の

多様性が尊重されるまちづくり

のために～」

A

●人事課と連携し、職員の男

女共同参画意識の向上を図

る。

A

3

男女共同参
画に関する
調査・研
究、情報収
集・提供の
充実

4

男女共同参
画に関する
情報提供の
充実

●市立図書館等と連携し、男女共同参画に関する
図書、児童図書、資料、ＤＶＤ等の情報提供を行い
ます。

●市立図書館に男女共同参画のコー

ナーを設置

●ヒートハートたかだ参画団体へ研

修用DVD等の貸出

●研修用DVDを充実させる必

要がある

B

●男女共同参画に関する

様々な情報を提供する。

Ａ

市民生活部　　人権施策課２

14



3

男女共同参
画に関する
調査・研
究、情報収
集・提供の
充実

5

男女共同参
画に関する
調査・研究の
充実

●男女共同参画施策を進めるための基礎資料と
なるよう、男女共同参画に関する意識や実態、取
組状況等を測るための調査・分析を行います。

●男女共同参画計画実施状況調査 ●毎年調査を行い基礎資料を

作成。

A

●毎年調査を行い検証する。

Ａ

5

【重点施策】
一人ひとり
の自立・職
業意識を育
む教育・学
習の推進

7
子どものエン
パワーメント
支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にす
る進路指導を進めます。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏
まえ、社会教育の中で労働観、職業観を養えるよう
キャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができる
ように、ボランティア活動・体験活動の充実を図りま
す。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というス
キルを育むための学習機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学
ぶための情報や学習機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体
等に対して、男女平等・男女共同参画を学ぶため
の情報や学習機会の提供を充実します。

●「若年層の性暴力被害防止月間」

（4月）に市中学校、高校へ相談窓

口、啓発チラシを配布

※出前講座は中止

●学生、保護者、教職員が男

女共同参画について考えること

ができるよう情報提供を行っ

た。

B

●情報提供、出前講座の方

法を工夫し、子どもが学べる

機会を検討する。

Ａ

6

多様な選択
を可能にす
る学習機会
の提供

8

子どもからシ
ニアまでが多
様な選択を
可能にする
学習機会の
提供

●子どもからシニアまでが、多様な生き方を選択で
きるよう、生涯学習機会を提供すると同時に、様々
な機会、媒体を通して情報提供します。
●高齢者等の社会参加活動を促進するための生
涯学習の充実を図ります。
●男女共同参画の視点に配慮した表現について
学べる機会を提供します。

●男女共同参画をテーマにした標語

の募集、作品紹介

●情報誌やフォーラムで標語

紹介、また令和3年度 優秀2作

品を令和4年度 啓発標語とし

て活用した。（封筒、啓発ティッ

シュ等）

  「誰もが違う　誰もが主役　私

があなたが未来を担う」

  「男らしく　女らしく　越えて

私らしく」

性別や年齢に関係なく男女共

同参画を身近なものとして関

心をもってもらうよう努めた。

A

●男女共同参画の意識がさ

らに多くの人々に浸透するこ

とを目指す。

A

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

３　政策・方
針決定の場
への女性の
参画推進

7

【重点施策】
市役所にお
ける「女性
管理職30％
以上」に向
けた加速化

9
女性職員・教
職員の活躍
の推進

●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
人材育成基本方針」に基づき、「女性職員の管理
職登用」「指導的地位への女性職員の人材育成」
を進めます。
●女性教職員の管理職への登用を働きかけます。

●女性職員の管理職登用調査 ●調査を行い基礎資料を作

成。

B

●毎年調査を実施する。

A

市民生活部　　人権施策課３
２　男女平
等、男女共
同参画に関
する教育・学
習の充実

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

15



基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

8

審議会等へ
の女性の参
画比率の向
上

10

審議会等の
女性委員の
比率を令和８
年度までに
35％とする

●庁内男女共同参画推進本部等を通じて、審議会
等へ女性が参画することの重要性について共通認
識を形成します。
●市民公募の拡大を図ります。
●地域活動団体等への協力要請をします。

●審議会委員等への女性の登用状

況調査

●目標設定対象の審議会（法

律、条例、規程、要綱等に基づ

くもの）における女性委員の比率

   R3　28.9％

   R4　29.2％

   R5　26.2％

各課においては性別に関係な

く適性や能力に応じて登用して

いるが、男女比に偏りがある委

員会等は多い。男女双方の意

見や視点を取り入れる必要性

のある委員会等については、偏

りを少なくすることが課題であ

る。

C

●毎年調査を実施する。

A

9
女性リー
ダーの発
掘・育成

11
女性リーダー
の発掘・育成

●審議会等への登用を図るために、女性が能力や
スキルをもつための意識啓発、学習機会の提供、
学習活動への支援を行います。
●市との連携事業等を通じて女性リーダーを育成
するとともに、新たな女性リーダーの発掘を行いま
す。
●女性のチャレンジ支援の好事例を収集し、提供
します。
●地域活動や市民活動での意思決定の場への女
性の参画を促進します。

●ヒートハートたかだリーダー養成講

座

●ヒートハートたかだリーダー養

成講座（R5.1.10 　24名参加）

講師：ならコープ男女共同参画

研究会いこ～る

テーマ：「ジェンダー・さまざま

な思い込みを考える」ペープ

サートを使ったわかりやすい講

義であった。またグループワー

クでは活発な意見交換がされ

た。今後も学習テーマ等工夫し

て実施する。

A

●地域活動等への女性の参

画を促進するため、能力やス

キルを持つための学習提供

をするなど、リーダー養成講

座の充実を図る。

A

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

10

男女平等・
男女共同参
画の視点に
立った職場
環境の整備
について事
業所への働
きかけの強
化

12

「女性活躍推
進法」に基づ
く事業所への
働きかけの
強化

●「女性活躍推進法」の周知を図ります。
●地域の実情に応じた女性活躍推進のための取
組について協議を行うための「協議会」を設置し、
取組を進めます。
●「いきいき会社宣言事業所」制度を推進します。
●労働基準法、男女雇用機会均等法等、男女がと
もに働き続けられる職場づくりに係る法律・制度の
周知を徹底します。
●長時間労働の見直し、均等な機会・待遇の確
保、女性の管理職への登用等、男女がともに働き
続けられる職場づくりに関する研修機会を提供しま
す。
●妊娠・出産・子育て、介護を担う男女労働者がい
きいきと働き続けられるよう、職場環境の整備（マ
タニティ・ハラスメント等様々なハラスメント対策を
含む）についての情報提供や啓発活動を充実しま
す。

●法律改正・制度の周知、情報提供

●いきいき会社宣言事業所の募集、

研修会案内

●市公共施設等へポスター・チ

ラシ設置。パネル展、はーも

にー35号（R4.4全戸配布）へ

育児休業法改正等掲載

●いきいき会社宣言事業所の

応募なし。登録事業所紹介、企

業向けの男女共同参画研修会

の案内をした。 B

●性別に関係なく労働者が

ともにいきいきと働き続けら

れるよう情報提供する。

A

市民生活部　　人権施策課４

３　政策・方
針決定の場
への女性の
参画推進

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

16



13

仕事と生活
の調和（ワー
ク・ライフ・バ
ランス）の実
現のための
事業所への
働きかけ

●長時間労働等の男性中心型労働慣行の見直し
等を通して、男女労働者が自身の望む仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できるよ
う、事業所や労働者に対して情報提供や啓発活動
を積極的に実施します。
●男女がともに働きやすい職場づくりへのインセン
ティブ付与となるよう、顕彰制度等を充実します。

●講師派遣

※いきいき会社宣言事業所へ研修会

案内

●雇用対策協議会・企業人権

教育推進協議会男女共同参

画研修会（R4.9.7）

講師：ならコープ男女共同参画

研究会いこ～る

テーマ：「多様な生き方を考え

る～家庭・職場・地域～」

●男女共同参画社会づくり表

彰（事業所の部）は登録事業

所表彰済（辞退2社）

B

●事業所に対して研修案内

や情報提供など積極的に行

うよう努める。

A

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

●子育てサポートクラブと連携 ●子育て中の方が安心して参

加していただけるよう託児の体

制を整えて事業を行った。

R2 こども4名/サポーター3名

R3　0名

R4　0名
A

●子育てサポートクラブと連

携し、引き続き子育て支援を

する。

A

15
女性の就労
支援

●将来を見通す人生設計や職業観を形成・向上す
るための学習機会を提供します。
●就職、転職、再就職に必要な知識や技術を身に
つけることのできる学習機会を提供します。
●関係機関と連携し、就労支援事業を行います。

●情報提供、研修会案内等 ●市庁舎内、市内施設へ女性

センター等関係機関からのチ

ラシを設置した。

●就労に関する情報（自己実

現に向けてのステップアップ

等）をはーもにーに掲載した。

B

●関係機関と連携して情報

提供する。

A

16

事業所と働き
たい女性・若
者とのマッチ
ング

●関係機関と連携し、求人を希望する市内事業所
と仕事をしたい女性や若者とのマッチング事業を行
います。

●情報提供、研修会案内 ●市庁舎内、市内施設へ関係

機関のチラシを設置

B

●関係機関と連携して情報

提供する。

A

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

13

【重点施策】
地域防災や
まちづくり等
における男
女共同参画
の推進

18

男女共同参
画の視点を
踏まえた地
域活動の広
報・啓発活動
の推進

●市民活動を希望する男女のために、市民活動グ
ループ等の情報提供や相談に対応します。
●シニア世代の人口増加を踏まえ、シニアが地域
活動や地域における子育て・家事支援等の場面で
活躍できるよう、きっかけづくりを進めていきます。

●広報、啓発、情報提供

※男性料理教室中止

●男女共同参画情報誌「はー

もにー」でヒートハートたかだ

の活動紹介、委員募集等掲載

した。

B

●男女が活躍できるきっかけ

づくりになるセミナーを実施

する。

A

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

11

仕事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進

12

【重点施策】
女性の就労
支援・起業
支援

市民生活部　　人権施策課５
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

13

【重点施策】
地域防災や
まちづくり等
における男
女共同参画
の推進

19

男女共同参
画の視点に
立った協働
によるまちづ
くりの推進

●地域活動団体に対して、意思決定の場への女
性の参画等、男女共同参画の視点に配慮した運
営について働きかけをし、活動の活性化を促進し
ます。
●「市民交流センター（コスモスプラザ）」を拠点とし
て、男女がいきいきと活動できるよう、情報発信、
各種団体の交流促進、協働コーディネートを行いま
す。
●男女共同参画の視点に配慮した「市民交流セン
ター（コスモスプラザ）」の運営を図ります。

●市内公共施設にポスター・チラシ等

の設置

●男女共同参画情報誌等を設

置し、施設を利用する方へ情報

提供を行った。

B

●関係課と連携して情報提

供する。

A

14

【重点施策】
男性の家庭
生活や地域
活動への参
画の促進

21

男性の家庭
生活や地域
活動への参
画を進めるた
めの学習機
会の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供しま
す。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供し
ます。

●広報・啓発・情報提供

※男性料理教室は中止

●男女共同参画情報誌やパネ

ル展等にて育児に関する情報

を発信した。

B

●男女が活躍できるきっかけ

づくりになるセミナー等を実

施する。

A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

6　男女の生
涯を通じた
健康づくり

15

男女の性差
に基づくラ
イフステー
ジに対応し
た健康保
持・増進

22

生涯を通じた
男女の健康
保持・増進の
支援

●「第2 次元気はつらつ大和高田21 」に基づき、
男女が人生の各段階でその健康状態に応じて適
切に自己管理できるよう、健康づくりの場を充実し
ます。
●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やし
ます。
●関係課との連携による発達段階に応じた思春期
における心身や性の悩み等、不安解消のための
相談体制の充実を図ります。
●自殺予防のために相談機関の活用の働きかけ
や「こころの講座」の開催等の取組を充実します。
●男性相談の実施に努めます。
●妊婦・子どもをたばこの受動喫煙から守るため
に喫煙による健康被害についての正しい知識と普
及に努めます。

●女性相談

（月3回　1人50分　予約制）

※男性の相談は奈良県女性センター

男性相談を案内

●R4女性相談　50件（実人数

16名）

関係課、関係機関と連携し相

談者を支援した。

A

●相談があった場合は、性別

にかかわらず関係課・関係

機関と連携を図る。

A

16

リプロダク
ティブ・ヘル
ス／ライツ
の視点を取
り入れた心
身の健康相
談の充実

24

心身の健康
に関する情
報提供・相談
の充実

●若年層に向けたリプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツに立った健康に関する情報提供を充実します。
●妊娠や出産、様々な健康をおびやかす問題等に
ついて、自分が決定できるという権利を保障し、安
心して相談できるよう、健康相談や電話相談を充
実します。
●フェミニストカウンセラーによる女性相談の充実
を図ります。

●女性相談

（月3回　1人50分　予約制）

※フェミニストカウンセラー2名が対

応

●R4女性相談　50件（実人数

16名）

関係課、関係機関と連携し相

談者を支援した。
A

●引き続き、関係課・関係機

関と連携を図り支援を行う。

A

市民生活部　人権施策課６
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Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

25

女性や子ど
もに対する暴
力・虐待を許
さない認識の
浸透

●暴力防止、暴力根絶のための啓発活動を充実し
ます。
●女性に対する暴力根絶のための学習機会を提
供します。

●「女性に対する暴力をなくす運動」

（11月）

●「女性に対する暴力をなくす

運動」広報・啓発

・パネル展（11/8～26）パー

プルリボン配付等

・啓発ティッシュ配布（11/8

ヒートハートたかだ運営委員）

A

●暴力防止、暴力根絶のた

めの啓発活動を充実させる

A

26

DV 防止法、
ストーカー規
制法等につ
いての広報、
学習機会の
提供

●女性に対する暴力は犯罪であるという認識を深
めるとともに、女性に対する暴力に関する法律につ
いての理解を深められるよう、広報活動、学習機
会を提供します。

●「女性に対する暴力をなくす運動」

（11月）

●「女性に対する暴力をなくす

運動」パネル展、情報誌等で

法律に関する情報提供をして

いる。

はーもにー36号へ「困難な問

題を抱える女性への支援に関

する法律」について掲載した。

A

●法律について理解を深め

るための啓発、情報提供をす

る。

A

27

女性や子ど
もに対する性
的な暴力の
根絶に向け
た対策の推
進

●女性や子どもを性的ないし、暴力行為の対象と
してとらえた性・暴力表現は、男女共同参画社会の
形成を大きく阻害するものであり、女性や子どもに
対する人権侵害となるものもあるという観点から啓
発を行います。
●ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）
等、インターネット上のコミュニケーションツールを
利用した交際相手からの暴力、性犯罪、売買春、
人身取引等、暴力が一層多様化していることから、
性犯罪に巻き込まれない力を養う（メディア・リテラ
シー）等、情報や学習機会を提供します。
●新たな形の暴力に対して的確に対応していきま
す。
●性暴力被害者への支援を行っている支援団体
等の情報提供を行います。

●庁内、市内公共施設へDV相談ナビ

カードを設置

●「女性に対する暴力をなくす運動」

（11月）

●性別問わず、相談したくても

できない人が相談機関に辿り

着けるよう、情報提供、発信方

法を工夫する。

●学生、保護者、教職員が男

女共同参画について考えること

ができるよう、市内高校へ啓発

チラシ等配布した。 B

●暴力は犯罪であるという

認識、理解を深めるための啓

発、情報提供をする。

A

30

セクシュア
ル・ハラスメ
ント防止のた
めの事業所
等への働き
かけ

●セクシュアル・ハラスメントの防止に関する事業
主の講ずるべき措置を周知徹底します。

●「女性に対する暴力をなくす運動」

（11月）

●内閣府の啓発チラシ、ポス

ターを取り寄せ、庁舎内、市内

公共施設等へ設置した。
A

●周知方法を工夫する。

A

31

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等の防止
のための職
員に対する
研修の実施

●セクシュアル・ハラスメント等を起こさない職場づ
くりをめざして、庁内研修を実施します。

●セクハラ等防止のための情報提供 ●大和高田市セクハラに関す

る要綱のポイントを全庁共有し

た。

A

●関係課と連携してセクシュ

アル・ハラスメント等の防止

対策を図る。

A

18

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等の防
止対策の推
進

女性や子ど
もに対する
暴力の予防
と根絶

17

市民生活部　人権施策課７

19



基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

18

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等の防
止対策の推
進

32

学校や地域
におけるセク
シュアル・ハ
ラスメント防
止対策の充
実

●学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止対
策を充実します。
●地域でのセクシュアル・ハラスメントを防止するた
めに啓発活動や出前講座等学習機会の提供を充
実します。

●「女性に対する暴力をなくす運動」

パネル展（11/8～26）

●セクハラ防止に関する情報

提供をした。

A

●引き続き、広報、啓発活動

を行い情報を提供する。

A

33
相談体制の
充実

●必要な女性に行き渡るよう、女性相談等、DV 相
談ができる窓口を周知徹底します。
●相談者がひとりで悩むことなく安心して相談でき
るよう関係課及び関係機関との連携を図り、相談
機能を強化します。
●地域の身近な相談窓口となる民生委員・児童委
員等に対しDV に関する情報提供や研修を実施し
ます。

●相談窓口の広報、情報提供

●民生委員・民生児童委員へ相談窓

口一覧送付

●あらゆる方法で相談窓口を

周知。

●地域住民から相談があった

場合に案内していただけるよ

う、民生委員等へ県内の相談

窓口一覧を送付した。

A

●相談内容、状況に応じて

関係課、関係機関と連携を

図る。

A

34

被害者の安
全な保護（被
害者の子ど

もの安全も含
む）

●関係機関・庁内各課が共通認識がもてるよう、
DV対応マニュアルを作成します。
●緊急に被害者の保護が必要となった場合、警察
や奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関と連携しながら、被害者及び同行家族の安全
確保を図ります。
●夜間の対応に関しては、警察や奈良県配偶者
暴力相談支援センターとの連携を強化します。

●関係課・関係機関と連携 ●緊急時にDV被害者等を保

護施設等へ移送するため、タク

シー代を予算計上（関係課：こ

ども家庭課・社会福祉課・保護

課・地域包括支援課・健康増

進課・人権施策課）

  R2　1件

  R3　0件

  R4　0件

A

●緊急時は関係課・関係機

関と連携し被害者の身の安

全確保を図る。

A

35
被害者の自
立を支える効
果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧
制限について職員間の認識の共有化を図り、被害
者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関及び関係課と連携し、DV 被害者への中長期
的な支援として、生活の自立、心のケア等について
様々な助言及び支援を行います。
●母子父子自立支援員やハローワーク等と連携
し、就労支援を行います。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、
継続的なフォローを行います。

●女性相談

（月3回　1人50分　予約制）

●R4女性相談　50件（実人数

16名）

うちDV相談件数4件（3名）

関係課、関係機関と連携してい

る。
A

●引き続き関係課・関係機

関と連携を図る。

A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

36
子どもに対す
る支援

● DV が要因の児童虐待もあることから、健診や
育児相談、保育所・幼稚園・学校現場等、様々な
機会を通してDV の発見に努めます。
● DV が子どもにも悪影響を及ぼすことから、家庭
児童相談室等関係機関と連携し、被害者の子ども
に対する精神的ケア等の支援を推進します。
● DV から子どもを守るために家庭児童相談室や
関係機関、保育所・幼稚園・学校現場等と連携し、
被害者の子どもの身の安全を図ります。

●関係課、関係機関と連携 ●相談者の子どもを守るため、

関係課と連携した。

A

●相談者と子どもを守るた

め、関係課・関係機関と連携

を図る。

A

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

19

市民生活部　人権施策課８
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Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

37
デートＤＶに
関する総合
的な対策

●民間団体と連携し、若い世代のデートDVの実態
の把握に努めます。
●民間団体と連携し、デートDV に関して相談が受
けられる体制づくりをし、周知します。
●暴力をともなわない人間関係を構築する観点か
ら、民間活動団体と連携し、若年層や教育関係者
に対する予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図
ります。

●「若年層の性暴力被害防止月間」

（4月）広報・啓発・情報提供

●「女性に対する暴力をなくす運動」

（11月）広報・啓発・情報提供

●内閣府、民間団体からの啓

発チラシ等を設置、また市内高

校へデートDVに関する予防啓

発チラシを送付した。 Ａ

●若い世代に認識、理解を

深めるための啓発及び情報

発信をしていく。

A

38

シニア女性、
障がいのあ
る女性、在住
外国人女性
等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に
対して、関係課及び関係機関との連携を図り、相
談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

●関係課・関係機関と連携 ●在住外国人からの相談（母

国語での相談）は県外国人支

援センターの「在住外国人生

活相談窓口」を案内 A

●関係課・関係機関と連携

を図り支援を行う。

A

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係課機関との連携を強化します。

●関係課・関係機関と連携 ●「大和高田市虐待防止ネット

ワーク」会議で情報共有し共

通認識を図った。
A

●関係課・関係機関と連携

を図り支援を行う。 A

40
被害男性・加
害男性への
支援

●民間支援団体が実施する加害者更生プラグラム
についての情報提供をします。
●女性から男性に対するDV が発生していることか
ら、男性被害者への取組に努めます。

●関係課・関係機関と連携 ●男性からの相談は県女性セ

ンター男性の相談窓口を案内。

●はーもにー36号「男性の生

きづらさを考える」、男性のため

の相談窓口掲載

性別に関係なく、被害者が相

談機関に辿り着けるよう、さら

に相談機関等を周知をする必

要がある。

B

●関係課・関係機関と連携

を図り支援を行う。

A

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

41

相談窓口の
情報提供や
相談機関と
の連携によ
る支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに
届くよう、身近な相談窓口や民間活動団体の取組
等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行い
ます。

●女性相談の周知（広報誌、ホーム

ページ、公共施設へのポスター・チラ

シの設置）

●民生委員・児童委員へ『女

性相談窓口一覧』を送付した。

A

●困難を抱えた人が相談機

関に辿り着けるよう周知方法

を工夫する
A

42
地域での助
け合いの促
進

●地域で暮らすひとり親家庭の親子や高齢者、障
がい者、在住外国人、同和地域の女性等が安心し
て暮らせるよう、各種地域団体や地域住民等によ
り、地域の中で支え合うしくみを促進します。

●関係課・関係機関と連携 ●相談内容、相談者の状況に

より関係課・関係機関との連携

を図る。 A

●関係課・関係機関と連携

を図り支援を行う。
A

45
国際理解・多
文化共生

●在住外国人の女性やその子どもたちに対して支
援を行います。
●ホームページ「やさしいにほんご」の充実を図り
ます。

●関係課・関係機関と連携 ●相談内容、相談者の状況に

より関係課・関係機関との連携

を図る。 A

●関係課・関係機関と連携

を図り支援を行う。
A

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

市民生活部　人権施策課９
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

13

【重点施策】
地域防災や
まちづくり等
における男
女共同参画
の推進

20

男女のニー
ズの違いを
反映した防
災・災害復興
対策の推進
とみんなで担
う地域防災
の促進

●防災に関する意思決定の場への女性の参画を
拡大していきます。
●男女のニーズの違いを反映した防災・災害復興
対策を推進します。
●女性消防団との連携等により、男女が協力して
担う地域防災の普及を図るとともに、女性の視点を
取り入れた地域の対策が進むように働きかけま
す。

〇防災会議に参加する委員に占める
女性の割合を増加させる施策の検討
を行います。
〇女性消防団による防火訪問等の防
災の啓発活動を行うことで、地域防災
における女性の存在感をアピールし
ます。

〇R4年度は防災会議の委員
に占める女性の割合を増加さ
せることは困難でした。
〇女性消防団活動として防火
訪問を再開し、実施することが
できました。

B

多様な価値観を踏まえた防
災・災害復興対策を講じるこ
とができるように、防災会議
の委員の女性割合を増加さ
せる施策の実施を検討しま
す。また、女性消防団の活
動は同水準で今後も継続し
て行ってきます。

B

市民生活部　　危機管理課　

　 　記入者（　　今澤　　弘幸　　）
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

連携事業なし 庁内の情報共有

B

・庁内の情報共有の強化

・県警本部生活安全部及び

高田警察署との連携強化

A

市民生活部　　生活安全課

　 　記入者（　　北野井　暢平　　　）

23



【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

18

男女共同参
画の視点を
踏まえた地
域活動の広
報・啓発活動
の推進

●市民活動を希望する男女のために、市民活動グ
ループ等の情報提供や相談に対応します。
●シニア世代の人口増加を踏まえ、シニアが地域
活動や地域における子育て・家事支援等の場面で
活躍できるよう、きっかけづくりを進めていきます。

●市民活動団体の活動情報を発信

し、活動への参加を促した。

●受講をきっかけとして地域活動に繋

がるよう、スマートフォン講座を実施し

た。

　講座のOBを中心に小さな拠点事業

（多世代交流の場）の運営を行なっ

た。

　また、まちに音楽を！プロジェクトの一

環として、オープンステージなどのバッ

クアップをした。

●既存団体への参加や新たな活動団体

登録の相談があった。

●スマートフォン講座12回実施。受講生

28人、サポートのためのOB12人（5月

開講時）。前年よりサポートのOBが増加

した。今後は多くのOBに小さな拠点への

関心を持ってもらうことが課題である。

　オープンステージ他／15回開催、出演

者・観客数295人

B

●ボランティアコーディネー

ターを中心に相談体制の充

実を図る。

●OB養成事業をきらきら☆

ステーションで実施し、小さ

な拠点事業について、講座

OBに関心を持ってもらう。

　音楽イベントを継続し、幅

広い世代の人が参加できる

ように努める。

A

19

男女共同参
画の視点に
立った協働に
よるまちづく
りの推進

●地域活動団体に対して、意思決定の場への女性
の参画等、男女共同参画の視点に配慮した運営に
ついて働きかけをし、活動の活性化を促進します。
●「市民交流センター（コスモスプラザ）」を拠点とし
て、男女がいきいきと活動できるよう、情報発信、各
種団体の交流促進、協働コーディネートを行いま
す。
●男女共同参画の視点に配慮した「市民交流セン
ター（コスモスプラザ）」の運営を図ります。

●小さな拠点事業（多世代交流の

場）の運営にスマートフォン講座のOB

をはじめ、学生ボランティア等に携わっ

てもらった。

●市民活動団体の交流会を開催し、

団体間の情報交換や活動報告を行っ

た。また、協働の考え方について話し

合う場を作った。

●市民活動団体と共に協働イベントを

実施した。

●運営者が減っている中でも、毎週木曜

日の運営は維持できている。今後は周知

拡大のために、開催日数の増加を目指し

ている。

●市民活動団体交流会参加団体数27

団体。

●市民活動団体7団体と男女がいきいき

と活動できるよう協働イベントを実施し

た。

B

●今後の活動を促進できる

よう、広報活動のサポートを

行う。また、開催日数の増加

に向けたサポートを行う。

●市民活動団体間の交流を

促し、相互理解と市民協働

の機運の醸成を促進させ

る。

●利用者がいきいきと活動

できるようなイベントを市民

活動団体と共に企画し、開

催をする。

A

地域振興部　　まち振興課　

　 　記入者（　     石井　宏明 　　　）

13

【重点施策】
地域防災や
まちづくり等
における男
女共同参画

の推進
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

10

男女平等・
男女共同参
画の視点に
立った職場
環境の整備
について事
業所への働
きかけの強
化

12

「女性活躍推
進法」に基づ
く事業所への
働きかけの
強化

●「女性活躍推進法」の周知を図ります。
●地域の実情に応じた女性活躍推進のための取
組について協議を行うための「協議会」を設置し、
取組を進めます。
●「いきいき会社宣言事業所」制度を推進します。
●労働基準法、男女雇用機会均等法等、男女がと
もに働き続けられる職場づくりに係る法律・制度の
周知を徹底します。
●長時間労働の見直し、均等な機会・待遇の確
保、女性の管理職への登用等、男女がともに働き
続けられる職場づくりに関する研修機会を提供しま
す。
●妊娠・出産・子育て、介護を担う男女労働者がい
きいきと働き続けられるよう、職場環境の整備（マ
タニティ・ハラスメント等様々なハラスメント対策を
含む）についての情報提供や啓発活動を充実しま
す。

〇大和高田雇用対策協議会と大和高

田市企業人権教育推進協議会合同

主催で男女共同参画研修会を開催し

ました。

新型コロナウイルス感染症拡

大のため、３年ぶりの開催とな

りました。感染症収束前の開催

となったため、参加人数は７名

となり、令和元年度開催時より

減少しております。

今後いかに参加人数を増加さ

せ、より多くの方に「男女共同

参画」についての意識をもって

もらえるかが課題となります。

B

今後も引き続き、男女共同

参画研修会を開催し、男女

がともに働き続けることがで

きる職場づくりに関する研修

機会を提供します。

A

13

仕事と生活
の調和（ワー
ク・ライフ・バ
ランス）実現
のための事
業所への働
きかけ

●長時間労働等の男性中心型労働慣行の見直し
等を通して、男女労働者が自身の望む仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できるよ
う、事業所や労働者に対して情報提供や啓発活動
を積極的に実施します。
●男女がともに働きやすい職場づくりへのインセン
ティブ付与となるよう、顕彰制度等を充実します。

〇「夏季における年次有給休暇の取

得促進」のチラシ及びポスターの設置

を行い、周知活動を行いました。（厚

生労働省発行）

チラシの設置及び大和高田雇

用対策協議会会員事業所にチ

ラシを送付し周知を図ること

で、働きやすい職場づくりに寄

与しました。
A

関係機関からチラシやポス

ターの送付があった場合は、

商工振興課前パンフレットス

タンドに設置するだけでな

く、別件で窓口に来られた方

にも声掛けを行い周知を

行っていきます。

A

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

〇「なら人権相談ネットワーク相談窓

口一覧」のチラシの設置及び大和高

田雇用対策協議会会員へ送付し周

知を行いました。

チラシの設置及び大和高田雇

用対策協議会会員事業所にチ

ラシを送付し周知を図ること

で、さまざまな相談ができる環

境整備に寄与しました。 A

関係機関からチラシやポス

ターなどの送付があった場

合は、商工振興課前パンフ

レットスタンドに設置するだ

けでなく、別件で窓口に来ら

れた方にも声掛けを行い周

知を行っていきます。

A

12

【重点施策】
女性の就労
支援・起業
支援

15
女性の就労
支援

●将来を見通す人生設計や職業観を形成・向上す
るための学習機会を提供します。
●就職、転職、再就職に必要な知識や技術を身に
つけることのできる学習機会を提供します。
●関係機関と連携し、就労支援事業を行います。

〇大和高田雇用対策協議会主催で

職業生活設計セミナーを開催しまし

た。

新型コロナウイルス感染症拡

大のため、３年ぶりの開催とな

りました。感染症収束前の開催

となったため、参加人数は１９

名となり、令和元年度開催時よ

り減少しております。

B

今後も引き続き、将来を見

通す人生設計や職業観を形

成・向上するための研修会

を開催していきます。 A

地域振興部　　商工振興課１

　 　記入者（　　藪田　みどり　　）

11

仕事と生活
の調和

（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

16

事業所と働き
たい女性・若
者とのマッチ
ング

●関係機関と連携し、求人を希望する市内事業所
と仕事をしたい女性や若者とのマッチング事業を行
います。

〇「ならジョブカフェ合同企業説明

会」のチラシを設置しました。（なら

ジョブカフェ発行）

〇「合同企業説明会」のチラシを設置

しました。（キャリア・サポートみらい発

行）

〇「サポステ合同企業説明会」のチラ

シを設置しました。（若者サポートス

テーションやまと発行）

チラシの設置及び大和高田雇

用対策協議会会員事業所にチ

ラシを送付し周知を図ること

で、求人を希望する事業所との

マッチング事業を行いました。
A

関係機関からチラシやポス

ターの送付があった場合は、

商工振興課前パンフレットス

タンドに設置するだけでな

く、別件で窓口に来られた方

にも声掛けを行い周知を

行っていきます。

A

17

起業支援及
び農業に関
わる女性へ
の支援

●大和高田商工会議所等と連携し、地域活性化や
6次産業化への女性の参画、創業に対しての支援
を充実します。

〇「Leapなら女性起業家セミナー」

のチラシの設置及び市ホームページ

への掲載を行いました。（奈良県主

催）

〇「大和高田創業塾」のチラシの設置

及び市ホームページへの掲載を行い

ました。また、創業に関する問い合わ

せの際にはセミナーの受講を勧めまし

た。（大和高田商工会議所発行）

「大和高田創業塾」を受講した

方には後日連絡をとり、その後

の進展具合や相談を受け付

け、創業に対する支援を行いま

した。

A

今後も引き続き、周知活動

を行い、創業に対する支援

を行います。

A

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

13

【重点施策】
地域防災や
まちづくり等
における男
女共同参画
の推進

18

男女共同参
画の視点を
踏まえた地
域活動の広
報・啓発活動
の推進

●市民活動を希望する男女のために、市民活動グ
ループ等の情報提供や相談に対応します。
●シニア世代の人口増加を踏まえ、シニアが地域
活動や地域における子育て・家事支援等の場面で
活躍できるよう、きっかけづくりを進めていきます。

〇シルバー人材センターへ補助金を

交付しています。

〇勤労意欲のあるシニア世代にシル

バー人材センターを紹介します。

シルバー人材センターへの補

助金交付や広報誌へ会員募集

チラシの挟み込みを行い、シニ

ア世代が地域活躍できる機会

の増大を図りました。
A

今後も継続した取組を実施

していき、さらに、産業雇用

安定センター等と連携を行

い就労支援を実施していき

ます。
A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

18

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等の防
止対策の推
進

30

セクシュア
ル・ハラスメ
ント防止のた
めの事業所
等への働き
かけ

●セクシュアル・ハラスメントの防止に関する事業
主の講ずるべき措置を周知徹底します。

〇「ハラスメント悩み相談室」のチラシ

を設置しました。（厚生労働省発行）

〇「多様な生き方を考える～家庭・職

場・地域～」という演題で男女共同参

画研修会を開催しました。

感染症収束前の開催となった

ため、参加人数は７名となり、令

和元年度開催時より減少して

おります。

今後いかに参加人数を増加さ

せ、より多くの方に「男女共同

参画」についての意識をもって

もらえるかが課題となります。

B

今後も引き続き、男女共同

参画研修会を開催し、あり

のままの自分で生きていけ

る社会を実現できるよう、普

及活動を行っていきます。
A

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

12

地域振興部　　商工振興課２

【重点施策】
女性の就労
支援・起業
支援

26



【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

15
女性の就労
支援

●将来を見通す人生設計や職業観を形成・向上す
るための学習機会を提供します。
●就職、転職、再就職に必要な知識や技術を身に
つけることのできる学習機会を提供します。
●関係機関と連携し、就労支援事業を行います。

○「女性のための農業参入セミナー」

を開催。（奈良県主催）

〇セミナー（年4回開催）に合

計53名の参加があった。

B

本市独自での開催予定は

ないが、今後も関係機関か

らの依頼があれば周知して

いきたい。
A

16

事業所と働き
たい女性・若
者とのマッチ
ング

●関係機関と連携し、求人を希望する市内事業所
と仕事をしたい女性や若者とのマッチング事業を行
います。

○「農業新規参入者支援事業」のチ

ラシの設置（奈良県担い手・農地マネ

ジメント課発行）

○農業振興課カウンターにチ

ラシを設置し普及啓発を行っ

た。

B

新庁舎において､チラシ等の

カウンター設置は行えない

が、HP等での周知を行いた

い。
A

17

起業支援及
び農業に関
わる女性へ
の支援

●大和高田商工会議所等と連携し、地域活性化や
6次産業化への女性の参画、創業に対しての支援
を充実します。

〇「美アップ農村･レディセミナー｣を

開催（奈良県主催）

〇女性農業者リーダー育成セミナー

（奈良県主催）

※農業部門で商工会議所との連携は

ありません。

〇令和4年11月7日開催セミ

ナーに　37名の参加があった。

〇令和5年1月11日開催セミ

ナーに　22名の参加があった。
B

本市独自での開催予定は

ないが、今後も関係機関か

らの依頼があれば周知して

いきたい。

A

地域振興部　農業振興課

　 　記入者（　　西村　美佳       　）

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備

12

【重点施策】
女性の就労
支援・起業

支援

27



【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

11

仕事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

･障害のある人への就労相談の実施。

・一般就労したい場合はハローワーク

を案内。できない場合は、小規模な事

業所で一般就労に向けた訓練を行

う。

・ハローワークの障がいの専門員に紹

介する。

・県が委託している就労・生活支援セ

ンターを紹介し就労に向けた支援を

仰ぐ。

ハローワークや、障害者就労・

生活支援センター、一般相談

支援事業所・特定相談支援事

業所での相談支援により、障

害者枠での一般就労、障害福

祉サービスにおける就労訓練

サービスの利用者は増加して

いる。

A

障害者枠での一般就労者

については、就労の定着、障

害福祉サービスにおける就

労訓練サービスの利用者に

おいては事業所へ定期的な

能力を評価び報告を受け、

一般就労を目指す機会を確

保する。

A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

35
被害者の自
立を支える効
果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧
制限について職員間の認識の共有化を図り、被害
者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関及び関係課と連携し、DV 被害者への中長期
的な支援として、生活の自立、心のケア等について
様々な助言及び支援を行います。
●母子父子自立支援員やハローワーク等と連携
し、就労支援を行います。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、
継続的なフォローを行います。

一般相談支援事業所や市の相談窓

口において虐待の相談を受け付けて

おり、関係機関との連携を図り対応に

あたる。

障害者虐待に関する相談や通

報は増加傾向にある。

警察、一般相談支援事業所、

特定相談支援事業所、障害福

祉サービス事業所等の障害者

の支援関係機関の連携により、

迅速な対応が図れている。 B

定期的に開催している、一

般相談支援事業所との情報

共有をおこなう連絡会の活

用や、研修会の開催により、

複雑化している課題に臨機

応変に対応できるよう、相談

支援事業所相談員、市社会

福祉課職員のスキルアップ

を目指す。支援者会議の開

催により関係機関の役割を

分担することにより、多方面

からサポートをおこなう。

A

38

シニア女性、
障がいのあ
る女性、在住
外国人女性
等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に
対して、関係課及び関係機関との連携を図り、相
談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

一般相談支援事業所や市の相談窓

口において虐待の相談を受け付けて

おり、関係機関との連携を図り対応に

あたる。市と虐待対応避難協力を提

携している施設と連携を図る。

令和４年度より、地域包括ケア推進

課、社会福祉協議会とともに、成年後

見支援センター事業を開始し、相談を

受付ている。

市の相談窓口、一般相談支援

事業所、特定相談支援事業

所、障害福祉サービス事業所

等において、障がい者虐待に

ついての相談支援を実施して

いる。必要に応じて緊急避難先

とする居室の確保のため、9施

設と協定を締結しているが、緊

急受入が難しい状況になって

いる。

成年後見支援の相談について

は、定期的に実務者会議を開

催し、情報や今後の方針等の

共有を図っている。

B

安心、安全が確保された地

域での生活を維持するた

め、今後も成年後見制度等

の権利擁護に関わる制度の

利用促進を図る。

A

福祉部　　社会福祉課１

　 　記入者（　遠藤・金森　　）

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

28



7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係課機関との連携を強化します。

大和高田市虐待防止ネットワーク実

務者会議等は新型コロナウイルス感

染症拡大予防対策のため一部中止と

なったが、ケースの対応を通じて、関

係各課や外部機関と連携し、対応を

図ることで関係強化を図った。

大和高田市虐待防止ネット

ワーク実務者や庁内他課や関

係機関との情報を共有し各支

援機関が連携した対応をおこ

ない対象者の支援をおこなって

いる。

複雑な課題を抱えるケースで

は、支援者間の意思統一に時

間がかかることがある。

B

大和高田市虐待防止ネット

ワークを活用し、専門家の意

見を聞きながら対応を協議

することを検討する。

A

41

相談窓口の
情報提供や
相談機関と
の連携によ
る支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに
届くよう、身近な相談窓口や民間活動団体の取組
等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行い
ます。

一般相談支援事業所や市の相談窓

口において相談を受け付けており、関

係機関との連携を図り対応にあたる。

市相談窓口や、一般相談支援

事業所、特定相談支援事業所

において、活用できる医療費助

成制度、手当や障害年金の受

給、権利擁護制度についての

相談支援をおこない、必要な医

療が受けられるよう配慮をおこ

なった。

B

一般相談支援事業所との情

報共有をおこなう連絡会の

活用や、特定相談支援事業

所等を対象とした研修会の

開催により、支援者間の顔

が見える関係作りをおこな

い、お互いの強みを出し合え

る、関係構築を目指す。

A

42
地域での助
け合いの促
進

●地域で暮らすひとり親家庭の親子や高齢者、障
がい者、在住外国人、同和地域の女性等が安心し
て暮らせるよう、各種地域団体や地域住民等によ
り、地域の中で支え合うしくみを促進します。

民生委員協議会や老人クラブ連合会

への補助金の交付等を通じて、高齢

者の社会参加、生きがいと健康づくり

活動や、地域グループ支援事業の支

援を行った(今年度は一部の活動が

新型コロナウイルス感染症予防際策

のため中止・縮小となる）。

・民生委員や、宅配業者や新聞

配達業者による独居老人の見

守りを進めているところである。

・新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、一部の事業は

中止となったが、予防接種も進

んでおり、感染予防対策をとり

ながら老人クラブ等の活動に

より、引きこもり老人をなくして

いくための活動再開を支援す

る

B

・地域の現状を把握し、身近

な相談先として尽力いただ

いいる民生委員の研修会等

で、活用できる制度、サービ

スの情報提供をおこなって

いく。

・社協と連携し、老人クラブ

の活動等を周知していく。 A

44
障がい者の
生活自立の
支援

●「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしや
すい社会づくり条例」（平成28 年4 月施行）に基づ
いた取組を推進します。
●男女共同参画の視点に立って「大和高田市障害
者福祉基本計画・障害福祉計画」を推進します。

これまでの施策の検証を行い、令和3

年度から令和5年度の第6期障害福

祉計画に障がいを抱えた女性を含め

障がいのある人への障がい福祉サー

ビスの事業量を盛り込み策定にあた

る。

第6期障害福祉計画に基づき、

障がいのある人が、住みなれた

地域で安心、安全に地域生活

を送れるよう、地域福祉の促進

を計画する。 A

「奈良県障害のある人もな

い人もともに暮らしやすい社

会づくり条例」の周知、「大

和高田市障害者福祉基本

計画・障害福祉計画」の推

進を目指す。

A

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

福祉部　　社会福祉課２
Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

29



【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

35
被害者の自
立を支える効
果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧
制限について職員間の認識の共有化を図り、被害
者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関及び関係課と連携し、DV 被害者への中長期
的な支援として、生活の自立、心のケア等について
様々な助言及び支援を行います。
●母子父子自立支援員やハローワーク等と連携
し、就労支援を行います。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、
継続的なフォローを行います。

・相談者に寄り添いながら関係機関と

連携し、ケースに応じた適切な助言と

支援を行う。

・就労支援員を配置し、ハローワーク

への同行や面接指導等、就職活動を

様々な方向からサポートする。

・来庁できない事情のある者に対して

は、就労支援員、職員で自宅訪問し、

相談支援を行う。

・就労支援員を配置し、ハロー

ワークへの同行や面接指導等、

就労支援を行った。

・緊急保護等の支援が必要な

ケースにおいては、施設等への

支援につなげた。

・ケースに応じた適切な支援に

つなげるため、関係機関と連携

しながら相談支援を行った。

A

・引き続き、相談者に寄り添

いながら、幅広い分野にわ

たる関係機関と連携を密に

し、包括的に様々な方向から

適切な支援を行う。

A

38

シニア女性、
障がいのあ
る女性、在住
外国人女性
等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に
対して、関係課及び関係機関との連携を図り、相
談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

・関係機関と連携し、支援相談や情報

交換を行い、包括的な相談支援体制

に努める。

・個々のケースに寄り添いなが

ら相談支援を行い、また関係機

関とも連携を密にし、どのよう

な支援が必要かを包括的に相

談し、適切な助言と支援を行っ

た。

Ａ

引き続き、多様化する相談

内容に対応するため、関係

機関と連携し、包括的な支

援体制を図る。
Ａ

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

・「大和高田市虐待防止ネットワーク」

実務者会議において、関係機関と情

報共有を行い、連携を強化する。

・「大和高田市虐待防止ネット

ワーク」実務者会議及び代表

者会議において、関係機関と情

報共有を行い、連携を強化し

た。
Ａ

引き続き、関係機関との情

報共有、連携の強化に努め

る。

Ａ

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

41

相談窓口の
情報提供や
相談機関と
の連携によ
る支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに
届くよう、身近な相談窓口や民間活動団体の取組
等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行い
ます。

・相談内容に応じて、相談機関や支援

の情報提供を行い、適切な支援につ

なげる。

・経済的な支援が必要なケー

スにおいては、生活保護の支援

を行った。

・就労支援員を配置し、ハロー

ワークへの同行や面接指導等、

就労支援を行った。

A

様々な相談事を抱えたケー

スに対し、適切な支援を行え

るように、関係機関と連携し

ながら、支援の情報提供を

行うとともに、適切な支援に

つなげる。

Ａ

福祉部　　保護課１

　 　記入者（　　山形   　　）

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ

る）
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Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

42
地域での助
け合いの促
進

●地域で暮らすひとり親家庭の親子や高齢者、障
がい者、在住外国人、同和地域の女性等が安心し
て暮らせるよう、各種地域団体や地域住民等によ
り、地域の中で支え合うしくみを促進します。

・地域で支え合うしくみを構築するた

め、地区民生委員会等において、生活

保護や生活困窮者自立支等に関する

説明会を実施する。

・地区民生委員会等において、

生活保護や生活困窮者自立

支等に関する情報交換会を年

４回実施した。
Ａ

引き続き生活保護や生活困

窮者自立支援に関する情報

交換会を実施する。
Ａ

21
ひとり親家
庭の自立支
援

46
母子家庭・父
子家庭への
支援

●ひとり親家庭の親子が安心して生活できるよう、
生活支援、子育て支援、就業支援等を充実しま
す。
●相談窓口の周知を図ります。
●母子父子自立支援員等の相談担当者等に対し
て、男女共同参画の視点に立った研修を充実しま
す。

・生活困窮の課題を抱える世帯等に

対する自立支援について、具体的な

事例を分かりやすく広報誌に連載す

ることにより、相談窓口の周知を徹底

し、生活支援等の拡充を図る。

・生活困窮の課題を抱える世

帯等に対する自立支援につい

て、具体的な事例を分かりやす

く広報誌（おしえて！生困コー

ナー）に連載することにより、相

談窓口の周知を徹底し、生活

支援等の拡充を図った。

Ａ

引き続き、相談窓口の周知

を徹底し、生活支援等の拡

充を図る。

Ａ

福祉部　　保護課２
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

２　男女平
等、男女共
同参画に関
する教育・学
習の充実

5

【重点施策】
一人ひとり
の自立・職
業意識を育
む教育・学
習の推進

7
子どものエン
パワーメント
支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にす
る進路指導を進めます。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏
まえ、社会教育の中で労働観、職業観を養えるよう
キャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができる
ように、ボランティア活動・体験活動の充実を図りま
す。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というス
キルを育むための学習機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学
ぶための情報や学習機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体
等に対して、男女平等・男女共同参画を学ぶため
の情報や学習機会の提供を充実します。

●子育て支援施設（児童館・親と子の
すこやか広場等）で親子教室を実施
した。

●親子での体験により多くの
興味を広げ、親は子どもの成
長に気づき、子どもは自信へと
つながった。

A

●いろいろな体験を通して、
親子ともに認め合うことで自
信を持てるよう事業を継続
する。

A

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

11

仕事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

●子育てサポートクラブへの委託や
民間支援団体等への補助により、子
育て支援を行った。

●サポートクラブでの習い事の
送迎や託児等により、子育て
世帯への支援となった。

B

●サポートクラブおよび民間
支援団体等との協働による
子育て支援を継続する。

A

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

14

【重点施策】
男性の家庭
生活や地域
活動への参
画の促進

21

男性の家庭
生活や地域
活動への参
画を進めるた
めの学習機
会の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供しま
す。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供し
ます。

●父親の育児講座の実施及び民間
支援団体への補助により父親の育児
講座が開催された。

●父親の育児支援イベントが
開催されることにより、男性の
育児参加の推進となった。

A

●父親の家庭教育参加を
促す機会を提供する。

A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

17

女性や子ど
もに対する
暴力の予防
と根絶

25

女性や子ど
もに対する暴
力・虐待を許
さない認識の
浸透

●暴力防止、暴力根絶のための啓発活動を充実し
ます。
●女性に対する暴力根絶のための学習機会を提
供します。

●児童虐待防止推進月間に本庁舎
内において、虐待防止の啓発活動を
行った。

●啓発活動を実施することで
増加する児童虐待についての
周知を高め、認識を深めた。

Ａ

●虐待防止の啓発活動を
継続する。

Ａ

福祉部　　こども家庭課１

記入者（　　三宅　雄剛　　）
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Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

34

被害者の安
全な保護（被
害者の子ど
もの安全も含
む）

●関係機関・庁内各課が共通認識がもてるよう、
DV対応マニュアルを作成します。
●緊急に被害者の保護が必要となった場合、警察
や奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関と連携しながら、被害者及び同行家族の安全
確保を図ります。
●夜間の対応に関しては、警察や奈良県配偶者
暴力相談支援センターとの連携を強化します。

●関係機関等と緊密な連携を図っ
た。

●事案発生時において、関係
機関等と適切に連携できた。

Ａ

●被害者の安全確保のた
め、関係機関等と連携を図
る。

Ａ

35
被害者の自
立を支える効
果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧
制限について職員間の認識の共有化を図り、被害
者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関及び関係課と連携し、DV 被害者への長期的
な支援として、生活の自立、心のケア等について
様々な助言及び支援を行います。
●ハローワーク等と連携し、就労支援を行います。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、
継続的なフォローを行います。

●関係機関等と情報共有し、連携を
図った。

●関係機関等と適切に連携で
きた。

Ａ

●自立支援につながるよ
う、関係機関等と連携を図
る。

Ａ

36
子どもに対す
る支援

● DV が要因の児童虐待もあることから、健診や
育児相談、保育所・幼稚園・学校現場等、様々な
機会を通してDV の発見に努めます。
● DV が子どもにも悪影響を及ぼすことから、家庭
児童相談室等関係機関と連携し、被害者の子ども
に対する精神的ケア等の支援を推進します。
● DV から子どもを守るために家庭児童相談室や
関係機関、保育所・幼稚園・学校現場等と連携し、
被害者の子どもの身の安全を図ります。

●DVから子どもを守るため、関係機
関等と連携を図った。

●緊急性に応じた連絡会議を
実施し、適切な支援を行った。

Ａ

●子どもの安全確保のた
め、関係機関等と連携を図
る。

Ａ

38

シニア女性、
障がいのあ
る女性、在住
外国人女性
等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に
対して、関係課及び関係機関との連携を図り、相
談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

●関係機関等と緊密な連携を図っ
た。

●関係機関等と適切に連携で
きた。

Ａ

●被害者の安全確保のた
め、関係機関等と連携を図
る。

Ａ

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

●大和高田市虐待ネットワークの事
務局として会議を開催した。
・代表者会議
・実務者会議
・個別ケース検討会議

●実務者会議及び個別ケース
検討会議において構成機関と
適切に連携を図れた。
また、代表者会議の開催によ
り、支援体制の確認ができた。 Ａ

●「大和高田市虐待防止
ネットワーク」関係課及び関
係機関との連携を強化に努
める。

Ａ

福祉部　　こども家庭課２

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

19

33



基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

41

相談窓口の
情報提供や
相談機関と
の連携によ
る支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに
届くよう、身近な相談窓口や民間活動団体の取組
等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行い
ます。

●多様な相談内容に対応し、関係課
等と連携を図った。

●相談内容を把握し、関係課
や関係機関との連携により支
援へと繋がった。

Ａ

●課題解決に繋がるよう関
係課等との連携を図る。

Ａ

42
地域での助
け合いの促
進

●地域で暮らすひとり親家庭の親子や高齢者、障
がい者、在住外国人、同和地域の女性等が安心し
て暮らせるよう、各種地域団体や地域住民等によ
り、地域の中で支え合うしくみを促進します。

●こども食堂への補助により、地域の
支え合いを促進した。

●こども食堂の活動により、地
域での支え合いの一助となっ
た。

B

●地域の支え合いのしくみ
を促進できるよう、補助を継
続する。

Ａ

21
ひとり親家
庭の自立支
援

46
母子家庭・父
子家庭への
支援

●ひとり親家庭の親子が安心して生活できるよう、
生活支援、子育て支援、就業支援等を充実しま
す。
●相談窓口の周知を図ります。

●相談窓口の周知を図り、ひとり親
への丁寧な相談や情報提供を行っ
た。

●ハローワークとの合同での
就労支援や能力開発のための
給付金の支給により支援を
行った。 B

●自立に向かえるよう、適
切な相談・支援を行う。

Ａ

福祉部　　こども家庭課３

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

34



【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

２　男女平
等、男女共
同参画に関
する教育・学
習の充実

4

保育所・幼
稚園・学校
における男
女共生教育
の充実

6

保育所・こど
も園・幼稚
園・学校にお
ける男女共
生教育の充
実

●男女共生教育を充実します。
●各保育所、園、学校での年度ごとの男女共生保
育・教育に関する取組状況の把握をします。
●保育士、教職員の男女共生保育・教育の実践に
つながる研修を実施します。
●学習指導要領に基づき、子どもの発達の段階を
踏まえた適切な性に関する教育を実施します。

●毎月の人権を確かめ合う集いで

一人一人が大切な存在であることが

意識できるようにテーマを設定し、

2学期後半より、乳幼児が身近な環境

に興味や関心を持つことを大切にし、

自らよりよい生活を作っていこうとする

意識を育む為の、SDGs(持続可能な

開発目標)の１７項目について取り組

む。

●人権を確かめあう集いでの

活動を通して、自尊感情や自

己肯定感を高められるように取

り組んだ。男女共同意識を子ど

も達に認識させることができ

た。

●子ども達は多様な個性と共

に生きるためのを共生マインド

の時代を担っているので保育

者自身がＥＳＤ(持続可能な教

育)を自分の事として学び、子

どもと共に取り組みができるこ

とを考え実践していく事が求め

られている。

A

●コロナ禍故に、オンライン

研修リモートなどを利用した

ことで個人の研修機会を増

やすことができたので、より

一層職員が適切な人権感

覚を身につける事ができる

ように実践していき、共生・

相互尊重・共創という持続

可能な社会の創り手が求め

らている今、子ども達に人と

関わる力を育んでいく為の

各園所の取り組みを家庭や

地域に発信し持続可能な社

会の実現に向けて大事な役

割を担っていく

A

5

【重点施策】
一人ひとり
の自立・職
業意識を育
む教育・学
習の推進

7
子どものエン
パワーメント
支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にす
る進路指導を進めます。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏
まえ、社会教育の中で労働観、職業観を養えるよう
キャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができる
ように、ボランティア活動・体験活動の充実を図りま
す。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というス
キルを育むための学習機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学
ぶための情報や学習機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体
等に対して、男女平等・男女共同参画を学ぶため
の情報や学習機会の提供を充実します。

●日々の保育の中で、褒める・認める

活動を多く取り入れ、自尊感情や自

己肯定感を育てるための保育を心が

け、生きる力のはぐくみに取り組んだ。

●コロナウィルス感染予防の為、異年

齢の子どもとの関わりは少なかった

が、異年齢の子ども同士の場の共有

は難しくてもビデオやデジタルフオトフ

レームなどに撮り、様々な活動の中で

異年齢の子ども達のことが意識でき

るように工夫した。

●保護者に男女共同参画を学ぶため

の情報などを掲示した。

●日々の保育の中で、自発的

活動を多く取り入れ、達成感や

満足感を味わえる経験を持ち、

自尊感情や自己肯定感を育て

ることに取り組めた。

2学期前半まではコロナ禍の

中で行事や集会などでの異年

齢の子どもや、一時預かりの未

就園児との関わりなども、あま

り持てなかったが、ドキュメン

テーションやポートフォリオに記

録する事で他のクラスの遊び

や在園児の活動などを未就園

児の保護者にも視覚的に知ら

せることで、安心感や、自信や

憧れの気持ち等の互いの良さ

が意識できるように保育を実

践した。またそのビデオ映像を

保育者研修としてビデオカン

ファレンスを実施し、幼児理解

に努めた。

A

●保育所・こども園での未

就園児対象の一時預かり事

業、子育て支援室、園庭開

放などの取り組みの中で子

育ての情報を提供したり、保

護者が交流できる場を設け

たりすることや、心理や保健

の専門家や関係機関と連

携・協同できるなど多様な

役割が求められている。

子どもを中心としたネット

ワークを作る事により、「家

庭の教育力や地域の子育て

環境の活性化、園の教育活

動の充実につなげていく

A

福祉部　　保育・幼稚園課１

　記入者（　　林　美和子　　　）
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける）

11

仕事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

●保護者と信頼関係を築き、安心して

子どもを預け、仕事ができるように取

り組む。

●コロナ禍での保護者の就労保障が

できるように保育所として、可能な限

り支援した。

●保護者の悩みや相談に応じ

たり、関係機関に繋ぐ取り組み

を強化した。

多様化する価値観の中で子育

てする保護者に対し、子育ての

魅力や遊びの中で育つこども

の姿を積極的に発信していく

必要があると感じている。 A

●社会状況や様々な家庭背

景に、子育て世帯が孤立し

たり、保護者が育児不安を

抱えて不適切な養育をして

しまうことの無いように保護

者に寄り添いながら組織的

に対応して継続的に支援す

ることや関係機関との連携

を強化していきたい。

●家庭と応答性のある連携

の在り方がこどもの成長の

喜びを共有する事に繋がっ

ていくと考えます。

A

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

14

【重点施策】
男性の家庭
生活や地域
活動への参
画の促進

21

男性の家庭
生活や地域
活動への参
画を進めるた
めの学習機
会の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供しま
す。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供し
ます。

●子どもの送迎時に父親に子どもの

保育所での様子を知らせたり、父親

の家庭での子育ての様子を聞いたり

して、子育てへの参加を促すようにし

ていった。

●父親の子育てへの参加は家

庭により差が大きく、父親と話

す機会が多い家庭では、子育

てへの関心が高まったと感じる

●父親の幼児教育へのより深

い理解から育児への価値観が

変わった事で母親の育児負担

の軽減につながった。

Ｂ

●より多くの父親の参加を

呼びかけたり、育児に必要

な情報を提供したりして、継

続した支援に取り組む。

Ｂ

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

36
子どもに対す
る支援

● DV が要因の児童虐待もあることから、健診や
育児相談、保育所・幼稚園・学校現場等、様々な
機会を通してDV の発見に努めます。
● DV が子どもにも悪影響を及ぼすことから、家庭
児童相談室等関係機関と連携し、被害者の子ども
に対する精神的ケア等の支援を推進します。
● DV から子どもを守るために家庭児童相談室や
関係機関、保育所・幼稚園・学校現場等と連携し、
被害者の子どもの身の安全を図ります。

●面前ＤＶも心理的に虐待になること

を保護者に認識させるとともに早期発

見に努める。

●各専門機関と情報を共有

し、連携を強化することで、子ど

もへの面前ＤＶ，夫婦間ＤＶなど

の早期発見が出来るように努

めてきた。また、保護者が育児

不安を抱えて孤立したり、不適

切な養育にならないように、保

護者の思いに寄り添いながら、

子育てを支えてきた。
A

●保護者の不安やしんどさ

に寄り添いながら、子どもを

守って行けるよう細心の注

意を払いながら関係機関と

の連携を図る

A

福祉部　　保育・幼稚園課２
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7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

●子どもの心身の健康状態に留意し

怪我などがある場合には、記録し関

係機関に報告・通報をし、適切な対

応・対処を行なった。

●ネグレクトの場合には、保護者に働

きかけ、しんどさに寄り添い、具体的な

方法などを協議した。

必要に応じ関係機関と連携を取り

合った。

●関係機関との連携を強化し

報告・連絡相談を早急に進め

るようにした。今後も家庭の経

過観察については引き続き見

守ると共に保護者支援も強化

していく。
A

●継続して他機関との連携

　を図り地域の子育て幅広

い支援につなげ、地域の

セーフティネットとしての役

割を果たせるように務めて

いく。
A

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

45
国際理解・多
文化共生

●在住外国人の女性やその子どもたちに対して支
援を行います。
●ホームページ「やさしいにほんご」の充実を図り
ます。

●在住外国人の保護者とのコミュニ

ケーションがとれるように、アプリなど

の活用をしてことばの理解に努めた

り、また送迎時に国の文化などを話題

にしたりして、交流を持つようにして

いった。

●在住外国人の保護者に郷土料理

のクッキングしてもらったり、衣装を見

せてもらったり、数字の数え歌や伝統

遊びを教えもらったり、多様な文化の

違いを知り、多文化共生に取り組ん

だ。

●言葉が通じにくく、意思疎通

が難しい場合に備え、通訳が

出来る人材が、市に一人いれ

ばと思われる。

●子ども達に遊びの中から、園

内の在住外国人の子ども達に

関心を持ったり、他国の食材や

言葉や遊びに興味をもつよう

になった。

A

●保育者一人一人が外国

にルーツを持つ子ども達の

アイデンティティを保障する

上で大切な多様な価値観を

身につけて学びに繋げ、異

文化理解と多様な人々との

協慟に努めていく。

●子どもにとって共生社会

の土台を育み豊かな学びを

もたらす多様性との出会い

を積極的に実践していく。

A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

福祉部　　保育・幼稚園課３
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

14

【重点施策】
男性の家庭
生活や地域
活動への参
画の促進

21

男性の家庭
生活や地域
活動への参
画を進めるた
めの学習機
会の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供しま
す。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供し
ます。

○生まれてくる赤ちゃんを取り巻く妊

婦・父親・家族を対象にウェルカムベ

ビー教室の実施

〇食生活改善推進協議会による男性

料理教室の実施（新型コロナ感染症

予防のため中止）

○ウェルカムベビー教室の父

親・家族の参加率

令和３年度　６０．０％

令和４年度　６８．２％

○男性料理教室　中止

B

〇男性が家庭生活や子育て

に関する学習をする機会を

提供

A

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

6　男女の生
涯を通じた
健康づくり

15

男女の性差
に基づくラ
イフステー
ジに対応し
た健康保
持・増進

22

生涯を通じた
男女の健康
保持・増進の
支援

●「第2 次元気はつらつ大和高田21 」に基づき、
男女が人生の各段階でその健康状態に応じて適
切に自己管理できるよう、健康づくりの場を充実し
ます。
●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やし
ます。
●関係課との連携による発達段階に応じた思春期
における心身や性の悩み等、不安解消のための
相談体制の充実を図ります。
●自殺予防のために相談機関の活用の働きかけ
や「こころの講座」の開催等の取組を充実します。
●男性相談の実施に努めます。
●妊婦・子どもをたばこの受動喫煙から守るため
に喫煙による健康被害についての正しい知識と普
及に努めます。

〇婦人科検診の受診勧奨

〇図書館と連携し、こころの健康に関

する啓発活動

〇関係機関が集まり、たばこワーキン

グ会議を開催

〇初めの１本を吸わせない継続した

教育として、小学６年生の児童を対象

に健康教育を実施。

〇３歳６か月健診時、保護者に

婦人科検診の受診勧奨パンフ

レットを配布、広報誌・ＨＰでの

広報、乳がん検診は４０歳・子

宮頸がん検診は２０歳の方へ

の無料クーポンの送付

〇図書館において、自殺対策

強化月間（３月１日～３月３１

日）に、こころの健康に関する

特設コーナーを設置、タペスト

リーの展示やリーフレットの設

置、心の健康に関する図書の

配置

○たばこワーキング

令和５年２月１３日開催

〇たばこの健康教育の実施数

令和３年度　１校

令和４年度　３校

B

○引き続き、男女の健康増

進の支援、健康づくりの推

進を行うと共に、婦人科健

診の受診勧奨の対象を拡

大し、市内の全小学校にた

ばこの健康教育を実施でき

るように努める

B

保健部　　健康増進課１

　記入者（　　片　岡　慶　昭　　）
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15

男女の性差
に基づくラ
イフステー
ジに対応し
た健康保
持・増進

23
妊娠・出産時
における健
康支援

●早期の妊娠届出の働きかけや妊婦健診等の保
健サービスの推進により、妊娠・出産期の健康管
理の充実を図ります。
●妊娠中及び出産後の女性労働者に対して、「母
性健康管理指導事項連絡カード」の活用を働きか
けます。
●健診等における託児サービスの充実を図り、健
診に参加しやすい環境をつくります。

○妊娠・出産・育児と切れ目なく支援

できるよう、助産師・保健師による妊

産婦へのきめ細やかな相談の実施

○妊婦健診の費用助成、多胎妊娠時

の妊婦健診の追加助成

○｢母性健康管理指導事項連絡カー

ド｣活用の周知啓発

○健診等における子育てサポーター

による託児の実施

○伴走型相談支援の実施

○相談件数

母子健康手帳交付　３８２人

妊婦訪問　２６３人

新生児訪問　１３６人

乳幼児訪問　３２３人

妊産婦健康相談　５６６人

予防接種手帳交付　４２４人

子育てホットライン　１９６人

○費用助成の人数

妊婦健診　５７５人

多胎妊娠　３人

○妊産婦の状況を確認し、切

れ目ない支援として、R5.12月

から妊娠届時、妊娠８か月（希

望者）、　産後に、妊産婦と面談

を行う伴走型相談支援を実施

A

○引き続き、妊娠・出産時に

おける健康支援を実施

A

16

リプロダク
ティブ・ヘル
ス／ライツ
の視点を取
り入れた心
身の健康相
談の充実

24

心身の健康
に関する情
報提供・相談
の充実

●若年層に向けたリプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツに立った健康に関する情報提供を充実します。
●妊娠や出産、様々な健康をおびやかす問題等に
ついて、自分が決定できるという権利を保障し、安
心して相談できるよう、健康相談や電話相談を充
実します。
●フェミニストカウンセラーによる女性相談の充実
を図ります。

○健康・子育てホットラインによる相談

の実施

○相談場面において、意思を尊重し

た自己決定を促すような情報提供と

支援を実施

○電話や来所による健康・子

育ての相談

○奈良県、奈良県産婦人科医

会等関係機関の相談窓口につ

いての情報提供

B

○関係機関と連携した相談

体制の充実を図る

A

保健部　　健康増進課２
6　男女の生
涯を通じた
健康づくり

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

39



基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

35
被害者の自
立を支える効
果的な支援

●被害者情報保護のための住民基本台帳の閲覧
制限について職員間の認識の共有化を図り、被害
者保護を徹底します。
●奈良県配偶者暴力相談支援センター等の関係
機関及び関係課と連携し、DV 被害者への中長期
的な支援として、生活の自立、心のケア等について
様々な助言及び支援を行います。
●母子父子自立支援員やハローワーク等と連携
し、就労支援を行います。
●地域で生活しているDV 被害者の相談を実施し、
継続的なフォローを行います。

○子育て中のＤＶ被害者に対する母

子保健事業を通じた相談支援

36
子どもに対す
る支援

● DV が要因の児童虐待もあることから、健診や
育児相談、保育所・幼稚園・学校現場等、様々な
機会を通してDV の発見に努めます。
● DV が子どもにも悪影響を及ぼすことから、家庭
児童相談室等関係機関と連携し、被害者の子ども
に対する精神的ケア等の支援を推進します。
● DV から子どもを守るために家庭児童相談室や
関係機関、保育所・幼稚園・学校現場等と連携し、
被害者の子どもの身の安全を図ります。

○母子保健事業の機会を通じてＤＶ

の発見に努め、担当課への連絡ととも

に関係機関と連携し、母子の相談支

援の実施

38

シニア女性、
障がいのあ
る女性、在住
外国人女性
等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に
対して、関係課及び関係機関との連携を図り、相
談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

○必要時、１０か国語（ベトナム語、ネ

パール語、スペイン語、タガロク語・タ

イ語・インドネシア語・英語・中国語・

ハングル語・ポルトガル語）日本語併

記の母子健康手帳交付と相談支援

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

○大和高田市虐待防止ネットワーク

で関係機関との連携を密にし、必要

な支援について検討

○ＤＶ支援を行っている女性相

談につなぐことも多いが、相談

内容については共有が難しく、

支援に反映できないこともある B

○関係課及び関係機関との

連携を強化に努める

B

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

41

相談窓口の
情報提供や
相談機関と
の連携によ
る支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに
届くよう、身近な相談窓口や民間活動団体の取組
等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行い
ます。

○相談窓口の情報を提供するととも

に、関係機関と連携した支援

○相談内容に応じた適切な相

談窓口の情報提供

A

○相談内容に応じた適切な

相談窓口の情報提供

A

A

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

○来所、訪問による相談支援

の実施及び関係機関と連携

〇R4.12月～伴走型相談支援

を実施し、妊娠中から産後にか

けて、切れ目なくより丁寧な相

談体制を整備

A

○母子の保健事業を通じた

相談体制と関係機関との連

携による継続支援

保健部　　健康増進課３

40



【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

４　男女がい
きいき働ける
ための環境
整備
（「女性活躍
推進計画」に
位置づける） 11

仕事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラン
ス）の推進

14

安心して働き
続けるため
の支援策の
充実

●働く女性のための就労相談事業を実施します。
●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
子ども・子育て支援事業計画」「大和高田市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、
仕事と子育てや介護の両立ができる環境の整備を
進めます。
●大和高田市子育てサポートクラブや民間支援団
体との協働を進め、子育て支援を充実します。

介護と仕事の両立ができるよう、介護

保険の利用につなげたり、介護につい

ての不安や悩みに応える相談窓口の

充実、介護者同士の交流会を実施し

た。

介護保険課と連携しながら、介護保

険制度の周知、啓発を行っている。

介護と仕事の両立ができるよ

う、在宅サービスや施設入所な

ど必要なサービスの利用につ

なげたり、介護保険制度の説

明を行った。

家族介護者交流会においては

6名の参加があったが、仕事を

されている介護者の参加はな

かった。

Ｂ

介護と仕事の両立ができる

よう介護者の不安や悩みに

応える相談機能の充実、介

護保険制度をはじめとした

制度の周知・啓発を行って

いきたい。

家族介護者交流会について

も広く周知していきたい。

Ｂ

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

38

シニア女性、
障がいのあ
る女性、在住
外国人女性
等への支援

●高齢者や障がい者、在住外国人のDV 被害者に
対して、関係課及び関係機関との連携を図り、相
談体制の充実や安全な場の確保を図ります。
●外国語によるDV 相談情報の提供をします。

総合相談において、ＤＶや虐待の相談

を受けており、関係機関との連携を

図っている。虐待者との分離が必要な

場合には、高齢者短期宿泊事業によ

り養護老人ホーム等への保護を行っ

ている。

ＤＶケースや虐待の相談が20

件あり、うち11件（女性が10

件）を虐待認定した。虐待によ

る分離が必要なケースは、養護

老人ホーム等による保護を行っ

た。

Ａ

ＤＶや虐待の未然防止、早

期発見、早期対応ができる

よう、相談窓口の周知・啓発

に力を入れ、関係機関との

連携を図りたい。
Ａ

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

大和高田市虐待防止ネットワーク会

議に出席し、必要に応じて保護課、社

会福祉課、こども家庭課等の関係課

や警察、保健所、医療機関等の関係

機関と連携している。

ＤＶや虐待対応については、関

係課や関係機関との連携を図

り、対応することができた。
Ａ

引き続き、警察をはじめとし

た関係機関や関係課との連

携を強化し、ＤＶや虐待の未

然防止、早期発見に努めた

い。

Ａ

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

41

相談窓口の
情報提供や
相談機関と
の連携によ
る支援

●生活の困難等に直面する女性やその子どもに
届くよう、身近な相談窓口や民間活動団体の取組
等の情報提供を行います。
●課題解決のためのサービス事業の提供を行い
ます。

総合相談を通じ、生活・介護・医療に

関する相談を受けており、制度やサー

ビスに結び付くようマネジメントしてい

る。

総合相談件数が9,022件。生

活困窮や高齢者と同居する家

族も様々な問題を抱えている複

合的なケースも増えており、対

応する職員の対応力が求めら

れている。
Ｂ

適切なマネジメントができる

よう、相談に対応する職員の

人材育成に力を入れ、対応

力の向上を図りたい。

Ｂ

保健部　　地域包括ケア推進課１

　記入者（　　　山本　歩未　     　　）

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ

る）

41



基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

42
地域での助
け合いの促
進

●地域で暮らすひとり親家庭の親子や高齢者、障
がい者、在住外国人、同和地域の女性等が安心し
て暮らせるよう、各種地域団体や地域住民等によ
り、地域の中で支え合うしくみを促進します。

生活支援体制整備事業の一環とし

て、生活介護支援サポーターの養成

や生活支援コーディネーターを配置

し、住民ニーズとのマッチングを行って

いる。

生活介護支援サポーター養成

講座を開催し、18名の養成を

行った。

生活支援コーディネーターによ

るマッチングは、54件だった。

Ｂ

今後養成したサポーターが

地域で活動できるよう各生

活圏域に配置しているコー

ディネーターと連携しなが

ら、地域の助け合いや支え

合いのしくみを整備していき

たい。 Ｂ

43

男女共同参
画の視点に
立った介護
保険事業、
地域支援事
業の推進

●男女共同参画の視点に立って「大和高田市高齢
者保健福祉計画・介護保険事業計画」を推進しま
す。

第8期介護保険事業計画に基づき、

住み慣れた地域の中で尊厳を保ち、

その人らしい生活を送ることができる

よう、施策展開している。

男女共同参画の視点に立っ

て、高齢者保健福祉計画・第８

期介護保険事業計画に基づ

き、事業を実施した。 B

男女共同参画の視点に立

ち、地域の中で尊厳を保ち、

住み慣れた地域でその人ら

しい生活ができよう、施策展

開を行っていきたい。
B

保健部　　地域包括ケア推進課２
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

17

女性や子ど
もに対する
暴力の予防
と根絶

28

子ども・女性
に対する暴
力の発生を
防ぐ環境づく
り

●犯罪防止の視点に立った公園等の整備等、犯罪
被害に遭いにくいまちづくりを推進します。

大和高田市で管理している公園の公

園灯を順次ＬＥＤ化していく。

総合公園外灯１７台

A

大和高田市で管理している

公園の公園灯を順次ＬＥＤ

化していく。

A

環境建設部　　都市計画課

　 　記入者（　藤　田　　祥　司　）
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

２　男女平
等、男女共
同参画に関
する教育・学
習の充実

4

保育所・幼
稚園・学校
における男
女共生教育
の充実

6

保育所・こど
も園・幼稚
園・学校にお
ける男女共
生教育の充
実

●男女共生教育を充実します。
●各保育所、園、学校での年度ごとの男女共生保
育・教育に関する取組状況の把握をします。
●保育士、教職員の男女共生保育・教育の実践に
つながる研修を実施します。
●学習指導要領に基づき、子どもの発達の段階を
踏まえた適切な性に関する教育を実施します。

・男女混合名簿、男女混合の活動等、

固定的な価値観を植え付けない環境

整備

・総合的な学習、特別活動、家庭科に

おける性別にとらわれない自己実現

をめざす指導の工夫

・保育教材として絵本の活用

・性教育、命の教育の実施（妊婦や助

産師等の招聘）

・随時の相談体制、カウンセリング体

制の整備

・一部の学校で性別で強制しない

「選択できる制服」を実施

男女共生教育の充実に向け、

各校園で行われている取組の

実施状況の把握及び授業・保

育改善に向けた指導を行うこと

ができた。また、セクシャルマイ

ノリティに関する教育も広がり

つつある。今後、それぞれの取

組の成果と課題を明確にし、発

達段階に応じた教育や職員研

修の更なる充実につなげてい

る。

A

男女の区別という固定観念

を植え付けない、性の多様

性を受け入れることができる

教育・保育活動の実施推進

や相談体制充実も含めて改

善を図りながら取組を継続

し、男女共生教育の推進を

図る。
A

5

【重点施策】
一人ひとり
の自立・職
業意識を育
む教育・学
習の推進

7
子どものエン
パワーメント
支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にす
る進路指導を進めます。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏
まえ、社会教育の中で労働観、職業観を養えるよう
キャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができる
ように、ボランティア活動・体験活動の充実を図りま
す。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というス
キルを育むための学習機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学
ぶための情報や学習機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体
等に対して、男女平等・男女共同参画を学ぶため
の情報や学習機会の提供を充実します。

・「キャリアパスポート」を活用した

様々なキャリア教育の蓄積

・清掃活動など、様々な当番活動、ボ

ランティア活動の充実

・あいさつ運動等、規範意識を醸成す

る活動の充実

・施設見学や講師招聘による職業体

験学習

・「元気なならっ子約束運動」等を通

した学習機会の提供や啓発

・休日参観やフリー参観を実施し、参

加しやすい環境づくり

少しずつ緩和しているとはい

え、依然として新型コロナウイ

ルス感染症の影響により集合

型研修や体験活動の実施が一

部制限されたことは残念だが、

できる範囲での学習等の機会

を通じて「自分らしく生きる」こ

との大切さの指導や啓発を実

施できた。

B

保護者の男女平等及び男

女共同参画の意識は徐々に

向上しているが依然として

改善の余地はあり、現状で

できることを検討しながら取

組を継続する。

また、セクシャルマイノリティ

に関する相談体制及び環境

整備の充実についても引き

続き検討が必要である。

B

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

３　政策・方
針決定の場
への女性の
参画推進

7

【重点施策】
市役所にお
ける「女性
管理職30％
以上」に向
けた加速化

9
女性職員・教
職員の活躍
の推進

●「大和高田市における女性職員の活躍の推進に
関する特定事業主行動計画」並びに「大和高田市
人材育成基本方針」に基づき、「女性職員の管理
職登用」「指導的地位への女性職員の人材育成」
を進めます。
●女性教職員の管理職への登用を働きかけます。
●女性管理職のネットワークを充実します。

女性管理職の内訳

☆校長　（女性比率１８％）

　　小学校８校中２校　　中学校３校中０

校

☆教頭　（女性比率０％）

　　小学校８校中０校　　中学校３校中０

校

☆園長　（女性比率１００％）

　　幼稚園６園中６園

小中学校における女性管理職

の登用を引き続き促進すること

が必要である。管理職の勤務

状況の改善を図りつつ、管理

職候補者への呼びかけを進め

ていく。
B

指導的地位に対する女性教

員の意識向上を図るととも

に、管理職業務の見直しを

進める。

A

教育委員会　　学校教育課１

　記入者（　 木岡　政人   ）
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Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

14

【重点施策】
男性の家庭
生活や地域
活動への参
画の促進

21

男性の家庭
生活や地域
活動への参
画を進めるた
めの学習機
会の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供しま
す。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供し
ます。

・子育て相談の実施

・父親の行事参加を促す休日参観の

実施

新型コロナウイルス感染症の

影響により、依然として参観や

講演会等、集合型のイベントの

実施が一部制限されたが、で

きる範囲での実施を模索した。 B

新型コロナウイルス感染症

の影響が緩和してきている

中で、男性の家庭生活や地

域活動への参画を進めるた

めの啓発等をどのように作

り出していくか引き続き検討

して実施していく必要があ

る。

B

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

6　男女の生
涯を通じた
健康づくり

15

男女の性差
に基づくラ
イフステー
ジに対応し
た健康保
持・増進

22

生涯を通じた
男女の健康
保持・増進の
支援

●「第2 次元気はつらつ大和高田21 」に基づき、
男女が人生の各段階でその健康状態に応じて適
切に自己管理できるよう、健康づくりの場を充実し
ます。
●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やし
ます。
●関係課との連携による発達段階に応じた思春期
における心身や性の悩み等、不安解消のための
相談体制の充実を図ります。
●自殺予防のために相談機関の活用の働きかけ
や「こころの講座」の開催等の取組を充実します。
●男性相談の実施に努めます。
●妊婦・子どもをたばこの受動喫煙から守るため
に喫煙による健康被害についての正しい知識と普
及に努めます。

・相談体制、カウンセリング体制の整

備

・教育支援課、保健センター等との連

携

・保健体育科の授業での「たばこの

害」「健康と喫煙」等の学習

・校医等、外部講師による「たばこの

害」に関する指導

教育支援課をはじめとした関

係各課及び関係各機関との連

携を図ることにより、相談体制

の充実を図ることができた。

B

関係各課・各機関との連携

及び外部講師の招聘等を

継続し、幼児児童生徒の発

達段階に応じた対応ができ

る体制をさらに充実させる。

A

17

女性や子ど
もに対する
暴力の予防
と根絶

27

女性や子ど
もに対する性
的な暴力の
根絶に向け
た対策の推
進

●女性や子どもを性的ないし、暴力行為の対象と
してとらえた性・暴力表現は、男女共同参画社会の
形成を大きく阻害するものであり、女性や子どもに
対する人権侵害となるものもあるという観点から啓
発を行います。
●ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）
等、インターネット上のコミュニケーションツールを
利用した交際相手からの暴力、性犯罪、売買春、
人身取引等、暴力が一層多様化していることから、
性犯罪に巻き込まれない力を養う（メディア・リテラ
シー）等、情報や学習機会を提供します。
●新たな形の暴力に対して的確に対応していきま
す。
●性暴力被害者への支援を行っている支援団体
等の情報提供を行います。

・子どもの観察や家庭訪問、地域から

の連絡等でＤＶの早期発見

・疑わしい事例について、関係機関と

の綿密な情報交換による連携

・子ども家庭相談所や青少年セン

ター、保健センター等の専門機関との

連携

・防犯教室の実施

・ＳＮＳ等のコミュニケーションツールに

関わる出前授業の実施

・ＤＶＤ視聴等を通した学習

・情報機器に関するアンケートの実施

・情報モラル教育を進めるための職員

研修の実施

・「子ども１１０番の家」の趣旨と設置

場所の確認を実施

・保護者への注意喚起

・ポスター等の掲示による啓発

各種取組の実施により、性的

暴力に関わる情報や巻き込ま

れない力を養うための学習機

会を提供できた。今後は、より

深刻化するＳＮＳ等に関する犯

罪被害の状況を把握しながら、

実践力がより向上するよう努め

る。

B

関係各課及び関係各機関と

の連携を引き続き行う。

また、外部講師の招聘等を

引き続き行い、ＳＮＳ等の利

用から犯罪に巻き込まれな

いための学習を継続する。

さらに、相談しやすい環境整

備を進めていく。

A

教育委員会　　学校教育課２
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基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

18

セクシュア
ル・ハラスメ
ント等の防
止対策の推
進

32

学校や地域
におけるセク
シュアル・ハ
ラスメント防
止対策の充
実

●学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止対
策を充実します。
●地域でのセクシュアル・ハラスメントを防止するた
めに啓発活動や出前講座等学習機会の提供を充
実します。

・職員会議等で綱紀の粛正の呼びか

け

・外部講師を招聘し、セクシュアル・ハ

ラスメントを防止するための研修の実

施

会議等において、綱紀の粛正

を強く呼びかけることで本市教

職員によるセクシュアル・ハラ

スメントの防止につながってい

る。

B

関係各課との連携、及び外

部講師の招聘により、意識

の向上を図っていく。

また、教職員に対するセク

シュアル・ハラスメントに関す

る研修を行う。

A

36
子どもに対す
る支援

● DV が要因の児童虐待もあることから、健診や
育児相談、保育所・幼稚園・学校現場等、様々な
機会を通してDV の発見に努めます。
● DV が子どもにも悪影響を及ぼすことから、家庭
児童相談室等関係機関と連携し、被害者の子ども
に対する精神的ケア等の支援を推進します。
● DV から子どもを守るために家庭児童相談室や
関係機関、保育所・幼稚園・学校現場等と連携し、
被害者の子どもの身の安全を図ります。

・保護者との会話を密にすることによ

る情報収集

・常時、校内の児童支援委員会を開く

ことができるように組織化

・子ども家庭相談所、青少年センター

及び保健センター等の専門機関との

連携

・関係機関との相談やケース会議の

実施

・ポスター等の掲示による啓発

様々な事案の中では、情報の

共有や連携がスムーズに行か

ない事例もあった。今後も、関

係各課・各機関と、よりスピー

ディで、またスムーズな情報共

有や連携を図っていく。 B

幼児児童生徒の実態把握

に努め、関係各課及び各機

関との連携を継続する。

さらに専門機関と連携し、早

期発見及び再発防止に努

める。 A

37
デートＤＶに
関する総合
的な対策

●民間団体と連携し、若い世代のデートDVの実態
の把握に努めます。
●民間団体と連携し、デートDV に関して相談が受
けられる体制づくりをし、周知します。
●暴力をともなわない人間関係を構築する観点か
ら、民間活動団体と連携し、若年層や教育関係者
に対する予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図
ります。

・生徒の発達段階や実態を踏まえ、教

育の充実へ向けた、教職員への啓発

啓発はまだまだ限定的で、対象

年代の選別とその内容が与え

る影響に関して懸案が依然と

してあり、実態の把握に加え研

修の実施についてさらなる検

討が必要である。
B

男女交際の低年齢化及びＳ

ＮＳの利用による交友関係

の広がり及び多様化する情

報社会において、発達段階

に応じた学習機会が依然必

要と考える反面、学習の影

響を十分考慮する等、取組

の際は十分な検討を要す

る。

B

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

・子ども家庭相談所、青少年センター

及び保健センター等の専門機関との

連携（疑わしい事例についても、関係

機関との連携を図る）

関係課や関係機関と、スピー

ディでスムーズな情報共有や

連携に努めた。
B

今後も関係各課及び各機

関との連携を密にし、早期

発見・対応に努める。
A

8　困難な状
況に置かれ
ている女性
等が安心し
て暮らせる
社会づくり

20
困難を抱え
た女性のた
めの支援

45
国際理解・多
文化共生

●在住外国人の女性やその子どもたちに対して支
援を行います。
●ホームページ「やさしいにほんご」の充実を図り
ます。

・新型コロナウイルス感染症の影響を

考慮しつつ、異文化との出会いを演

出（ＡＬＴ・ゲストティーチャー・掲示

等）

・なかま教材、絵本等の活用

・在籍児童、生徒のルーツに関する異

文化理解

・外国籍児童への日本語学習支援

新型コロナウイルス感染症の

影響により、例年、人権施策課

との共催で実施している「みん

ぞくの広場」をはじめ、集合して

の出会いの機会をもつことが

依然としてできず、できる範囲

での出会いを提供した。

また、外国にルーツをもつ児童

生徒の編入により、日本語指

導支援体制を整えた。

Ｂ

・県教委と連携し、ニューカ

マーの児童生徒に対する日

本語指導を継続する。

・各校と連携を密にし、外国

にルーツをもつ児童生徒の

日本語指導の必要性の有

無等を含めた実態把握に努

め、支援を行う。

・各校における異文化理解

の取組を現況でできる範囲

で継続する。

A

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ

る）

教育委員会　　学校教育課３
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

１　男女平
等・男女共
同参画意識
の浸透 3

男女共同参
画に関する
調査・研
究、情報収
集・提供の
充実

4

男女共同参
画に関する
情報提供の
充実

●市立図書館等と連携し、男女共同参画に関する
図書、児童図書、資料、ＤＶＤ等の情報提供を行い
ます。

市民が集う公民館や図書館にポス

ターを掲示する。また、図書館等と連

携し、男女共同参画に関する図書、資

料、ＤＶＤ等の情報提供を行った。

情報提供はできた。

B

これまでの実施内容は継続

し、男女共同参画に関係す

る図書を増やしていく。 A

２　男女平
等、男女共
同参画に関
する教育・学
習の充実

5

【重点施策】
一人ひとり
の自立・職
業意識を育
む教育・学
習の推進

7
子どものエン
パワーメント
支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にす
る進路指導を進めます。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏
まえ、社会教育の中で労働観、職業観を養えるよう
キャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができる
ように、ボランティア活動・体験活動の充実を図りま
す。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というス
キルを育むための学習機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学
ぶための情報や学習機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体
等に対して、男女平等・男女共同参画を学ぶため
の情報や学習機会の提供を充実します。

夏休みや冬休みに子ども教室を開催

し、書道、ヨガ、ビーズ、宿題、お箏、陶

芸、絵画教室。また、親子体験教室で

は、鏡づくりや勾玉づくりを実施。

様々な活動に男児女児が参加

し、交流の場となっている。

B

男児女児共に参加できるよ

うな体験教室を計画してい

く。

A

6

多様な選択
を可能にす
る学習機会
の提供

8

子どもからシ
ニアまでが多
様な選択を
可能にする
学習機会の
提供

●子どもからシニアまでが、多様な生き方を選択で
きるよう、生涯学習機会を提供すると同時に、様々
な機会、媒体を通して情報提供します。
●高齢者等の社会参加活動を促進するための生
涯学習の充実を図ります。
●男女共同参画の視点に配慮した表現について
学べる機会を提供します。

中央公民館、葛城コミュニティセン

ター、校区公民館での高齢者学級の

開催。公民館定期講座として年間11

回、女性のエンパワーメントに向けた

講座を開催（学習内容は、物づくり、

健康講座、生きがい学習、終活等多

岐にわたる）

年間延べ受講者数は約９０名。

夏休みや冬休みに子ども教室を開

催。

視聴覚講座は、学級長と共に

身近な課題に応じた学習内容

を試行錯誤しながら考えてい

る。

B A

Ⅱ　男女
がともにあ
らゆる分
野に参画
できるまち

5　男女がと
もに担うまち
づくりの推進

14

【重点施策】
男性の家庭
生活や地域
活動への参
画の促進

21

男性の家庭
生活や地域
活動への参
画を進めるた
めの学習機
会の提供

●男性が介護や料理等を学習する機会を提供しま
す。
●男性が子育てに関する学習をする機会を提供し
ます。

新型コロナウイルス感染症により、教

室は中止。

男性が家庭生活や地域活

動に参画できる機会や場を

検討していく。

B

教育委員会　　生涯学習課

　記入者（　 藤　田　　和　美   ）
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【大和高田市男女共同参画計画（第３次）実施状況報告書】

基本目標 基本課題 No 基本施策 No 具体的な施策 具体的な施策の内容 令和4年度　実施内容 成果･課題 評価 今後の方向性
実施
区分

Ⅰ　男女
平等・男女
共同参画
意識がす
みずみま
で浸透した
まち

２　男女平
等、男女共
同参画に関
する教育・学
習の充実

5

【重点施策】
一人ひとり
の自立・職
業意識を育
む教育・学
習の推進

7
子どものエン
パワーメント
支援

●性別にとらわれず個人の能力、個性を大事にす
る進路指導を進めます。
●女性が経済的に自立していくことの重要性を踏
まえ、社会教育の中で労働観、職業観を養えるよう
キャリア教育を推進します。
●子どもや若者が「生きる力」を育むことができる
ように、ボランティア活動・体験活動の充実を図りま
す。
●子どもたちが「自分のことは自分が守る」というス
キルを育むための学習機会を提供します。
●保護者に向けての男女平等・男女共同参画を学
ぶための情報や学習機会の提供を充実します。
●子どもの関わる地域活動団体や市民活動団体
等に対して、男女平等・男女共同参画を学ぶため
の情報や学習機会の提供を充実します。

○適応指導教室にて不登校児童生徒

や学校生活に困難を抱える児童生徒、

その保護者等を対象とした心理相談員

による個別面談、指導員による集団活

動、訪問指導、教育アドバイザーによる

いじめ等への悩みに係る電話相談等の

教育支援を実施。

○大和高田市子ども会連絡協議会、大

和高田市青少年指導員連絡協議会、奈

良県青少年指導員連絡協議会、大和高

田スカウト運動育成協会へ社会教育団

体運営費補助の実施。

○特に配慮を要する不登校児

童生徒等への個々の状況に応

じた支援を行う適応指導教室

は年々その重要性を増してい

る。

○新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止の観点から、社

会教育団体の事業は感染予防

策を講じた上で縮小して実施

していたが、会議等で検討を重

ねながらコロナ前に近い形で

事業を行うように努めた。

B

○学校の巡回を専任する心

理相談員の増員等により、

より効率的な支援を実現し

ていきたい。

　

○小学部の指導員は１名の

みであるが、継続性の観点

から増員が必要である。

○社会教育団体の人材育

成等、運営スタッフの確保が

必要である。

B

Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

6　男女の生
涯を通じた
健康づくり

15

男女の性差
に基づくラ
イフステー
ジに対応し
た健康保
持・増進

22

生涯を通じた
男女の健康
保持・増進の
支援

●「第2 次元気はつらつ大和高田21 」に基づき、
男女が人生の各段階でその健康状態に応じて適
切に自己管理できるよう、健康づくりの場を充実し
ます。
●乳がん検診、子宮がん検診の受診者数を増やし
ます。
●関係課との連携による発達段階に応じた思春期
における心身や性の悩み等、不安解消のための
相談体制の充実を図ります。
●自殺予防のために相談機関の活用の働きかけ
や「こころの講座」の開催等の取組を充実します。
●男性相談の実施に努めます。
●妊婦・子どもをたばこの受動喫煙から守るため
に喫煙による健康被害についての正しい知識と普
及に努めます。

○教育ガイダンス実施　月～金　9時～

17時

○心理相談員による個別面談

相談日 月・水・木・金（各１人程度）

　　　　　他、年間４回程度１人

○SOSの出し方研修

　市内学校教職員対象に年３回実施。

○教育ガイダンスについては、

年に数件ではあるが、継続して

の相談が多くの割合を占める

ので、相談者に対するサービス

としては意義深いものになって

いる。

○心理相談員による相談は、

市内児童生徒及び保護者に対

する心理的支援として、市内の

相談業務の軸を担っており、青

少年に係る事案発生の未然防

止と早期解決に役立っている。

○全職員を対象にしたことで、

自殺予防教育の必要性につい

ては共有できた。

B

○教育ガイダンスについて

は、匿名性を守り相談できる

意義深い事業で、継続する

必要がある。今後、SNS等

での相談も視野に入れてい

きたい。

○心理相談員による相談に

ついては、より相談者に寄り

添っていくため、適切な人的

配置等の体制整備が必要

である。

○SOSの出し方研修につい

ては、毎年度継続して実施

する必要があるので、対象

を児童生徒等にも拡大する

などしてより効果的に展開

する。

B

教育委員会　教育支援課１

記入者（　 梶村 　 圭　 ）
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Ⅲ　健康と
安心が守
られるまち

7　女性に対
するあらゆる
暴力の根絶

27

女性や子ど
もに対する性
的な暴力の
根絶に向け
た対策の推
進

●女性や子どもを性的ないし、暴力行為の対象と
してとらえた性・暴力表現は、男女共同参画社会の
形成を大きく阻害するものであり、女性や子どもに
対する人権侵害となるものもあるという観点から啓
発を行います。
●ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）
等、インターネット上のコミュニケーションツールを
利用した交際相手からの暴力、性犯罪、売買春、
人身取引等、暴力が一層多様化していることから、
性犯罪に巻き込まれない力を養う（メディア・リテラ
シー）等、情報や学習機会を提供します。
●新たな形の暴力に対して的確に対応していきま
す。
●性暴力被害者への支援を行っている支援団体
等の情報提供を行います。

○「大和高田市虐待防止ネットワーク」

による、個別ケース検討会議を開催し、

事実確認・情報把握・情報共有を行い

ながら、支援方法の策定を進める。

○個別ケース検討会議で、

ケースごとに情報共有を図り、

児童生徒及び保護者への支援

を充実させることができた。

○各関係機関との連携体制に

ついては、より密になるよう、運

営方針を改善していく必要が

ある。 B

○各担当機関が、情報を精

選しながら、常に情報共有

を図っていくことが重要であ

る。より効果的な支援を目指

すうえで、関係機関内の共

有データフォルダを利用でき

るようにするなどの体制整

備が必要と考える。

B

29
青少年の健
全育成の促
進

●児童ポルノや性・暴力表現を扱うメディアが青少
年に与える影響を考慮し、関係機関と連携し、青少
年の健全育成を阻害する有害環境の浄化に努め
ます。

○県及び関係諸機関との合同立入検

査を年2回(7/8・11/18)実施

○大和高田市青少年補導会による合同

巡視（毎月第３土曜日）、各校区補導会

における定期的な校区巡視の実施。

○青パトによる登下校指導の実施（年

間）

○新型コロナウイルス感染症

感染防止対策を講じながら、関

係機関との合同巡視及び市青

少年補導会としての巡視活動

を継続的に行い、犯罪等の未

然防止に寄与することができ

た。

○インターネットの普及により、

目に見えない有害環境の広ま

りへの対策として、付属機関に

よる会議研修会を実施してい

る。

B

○定期的な巡視活動、合同

立入検査等の実施にあたっ

ては、関係各機関と協力しな

がら進めていくことが重要で

あるが、教職員の働き方改

革等の観点から、巡視の参

加体制の見直しが求められ

ている。

○ネットパトロール等、目に

見えない有害環境の整備に

ついて、市青少年補導会と

しての対応方法について、今

後検討していく必要がある。

B

19

【重点施策】
ＤＶの防止
及びＤＶ被
害者自立に
向けた支援
（「DV 防止
基本計画」
に位置づけ
る）

39
関係機関と
の連携によ
る支援

●「大和高田市虐待防止ネットワーク」の関係課及
び関係機関との連携を強化します。

○地域住民等からのDV等の相談・通

報に対する事実確認。各事例に応じて

情報を把握するための調査、検討会議、

個別ケース検討会議を通じて、支援策

の検討等を実施。

○個別ケース検討会議で、

ケースごとに情報共有を図り、

児童生徒及び保護者への支援

を充実させることができた。

○各関係機関との連携体制に

ついては、より密になるよう、運

営方針を改善していく必要が

ある。

B

○各担当機関が、情報を精

選しながら、常に情報共有

を図っていくことが重要であ

る。より効果的な支援を目指

すうえで、関係機関内の共

有データフォルダを利用でき

るようにするなどの体制整

備が必要と考える。

B

17

女性や子ど
もに対する
暴力の予防

と根絶

教育委員会　教育支援課２
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大和高田市における年度別審議会等委員への女性登用状況

①行政委員会 ②＋③付属機関・その他審議会等

担当課 審議会等の名称 実　数 女性委員数 女性委員％ 備考

1 企画創生課 まち・ひと・しごと創生会議 11 2 18.2

2 人権施策課 男女共同参画推進市民会議 44 30 68.2

3 人権教育推進協議会 31 8 25.8

4 生活安全課 交通対策協議会 40 6 15.0

5 商工振興課 産業振興協議会 16 2 12.5

6 農業振興課 地域農業再生協議会 9 1 11.1

7 農産物品評会実行委員会 14 4 28.6

8 文化振興課 歴史文化振興委員会 10 2 20.0

9 保護課 支援調整会議 29 1 3.4

10 こども家庭課 虐待防止ネットワーク代表者会議 21 2 9.5

11 虐待防止ネットワーク実務者会議 26 14 53.8

12 健康増進課 健康づくり推進協議会 26 6 23.1

13 地域包括ケア推進課 在宅医療・介護連帯推進協議会 11 5 45.5

14 生活支援体制整備協議会 15 11 73.3

15 認知症初期集中支援チーム検討委員会 6 2 33.3

16 学校教育課 就学指導委員会 18 10 55.6

③　　　合　　　計 327 106 32.4

　

687 180 26.2

③その他（規則・要綱等）　１6件（うち女性なし0）

目標設定対象②＋③　48件（うち女性なし10）

その他（規
則・要綱等） ③

令和４年度大和高田市における審議会等委員への女性の登用状況調査 令和５年３月現在

(％)

担当課 審議会等の名称 実　数 女性委員数 女性委員％ 備考

1 法務課 公平委員会 2 0 0.0

2 総務課 固定資産評価審査委員会 3 0 0.0

3 選挙管理委員会 選挙管理委員会 4 1 25.0

4 農業委員会事務局　 農業委員会 13 2 15.4

5 監査委員事務局 監査委員 2 0 0.0

6 教育委員会事務局 教育委員会 5 2 40.0

29 5 17.2

担当課 審議会等の名称 実　数 女性委員数 女性委員％ 備考

1 広報広聴課 行政不服審査委員会 3 1 33.3

2 秘書課 選奨審査委員会 5 0 0.0

3 人事課 法令遵守審査会 3 0 0.0

4 公務災害補償等認定委員会 5 0 0.0

5 法務課 情報公開・個人情報保護審査会 5 0 0.0

6 政治倫理審査会 6 1 16.7

7 人権施策課 男女共同参画審議会 10 6 60.0

8 人権啓発推進協議会 15 10 66.7

9 危機管理課 防災会議 36 2 5.6

10 国民保護協議会 28 0 0.0

11 生活安全課 生活安全推進協議会 15 3 20.0

12 スポーツ振興課 スポーツ推進審議会 10 1 10.0

13 文化振興課 文化会館運営協議会 12 5 41.7

14 社会福祉課 老人ホーム入所判定委員会 3 0 0.0

15 障害者自立支援審査会 8 2 25.0

16 民生委員推薦会 12 2 16.7

17 保育幼稚園課 子ども・子育て会議 11 7 63.6

18 健康増進課 予防接種健康被害調査委員会 5 0 0.0

19 介護保険課 介護保険運営協議会 14 4 28.6

20 介護認定審査会 30 8 26.7

21 地域包括ケア推進課 地域包括支援センター運営協議会 12 4 33.3

22 保険医療課 国民健康保険運営協議会 14 2 14.3

23 国民健康保険天満診療所運営審議会 6 0 0.0

24 住宅課 市営住宅対策協議会 5 0 0.0

25 空家等対策協議会 10 1 10.0

26 都市計画課 都市計画審議会 12 1 8.3

27 緑化推進協議会 14 3 21.4

28 教育支援課 青少年問題協議会 15 4 26.7

29 いじめ問題対策連絡協議会 9 1 11.1

30 いじめ対策委員会 4 1 25.0

31 生涯学習課 社会教育委員会議 15 5 33.3

32 文化財保護審議会 8 0 0.0

360 74 20.6

②

地方自治法
第180条の5

に基づく
①

①　　　合　　　計

②　　　合　　　計

①地方自治法第１８０条の５に基づく６件（うち女性なし３）

②地方自治法第２０２条の３に基づく 32件(うち女性なし10）

17 18 19 20 21 22   23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 (年)
令和平成
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年度 調査基準日 実数 女性委員数 女性委員％
委員会

(女性含む)
女性０
委員会

実数 女性委員数 女性委員％
委員会数

(女性含む)
女性０
委員会

平成 17 平成18年3月31日 38 5 13.2 ６(３) 3 608 171 28.1 ４０(３７) 3

18 平成19年3月31日 37 4 10.8 ６(３) 3 651 176 27.0 ４３(３８) 5

19 平成20年3月31日 35 4 11.4 ６(３) 3 655 172 26.3 ４４(３８) 6

20 平成21年3月31日 38 5 13.2 ６(４) 2 613 155 25.3 ４２(３６) 6

21 平成22年3月31日 38 4 10.5 ６(３) 3 627 160 25.5 ４２(３７) 5

22 平成23年3月31日 36 5 13.9 ６(４) 2 616 160 26.0 ４２(３７) 5

23 平成24年3月31日 34 2 5.9 ６(２) 4 610 155 25.4 ４１(３５) 6

24 平成25年3月31日 34 2 5.9 ６(２) 4 626 163 26.0 ４２(３７) 5

25 平成26年3月31日 34 2 5.9 ６(２) 4 575 157 27.3 ４０(３６) 4

26 平成27年3月31日 34 2 5.9 ６(２) 4 589 159 27.0 ４1(３８) 3

27 平成28年3月31日 34 1 2.9 ６(1) 5 640 176 27.5 ４４(４１) 3

28 平成29年3月31日 34 2 5.9 ６(２) 4 625 164 26.2 ４５(４３) 2

29 平成30年3月31日 34 3 8.8 ６(３) 3 753 215 28.6 ４７(４６) 1

30 平成31年3月31日 34 3 8.8 ６(３) 3 762 225 29.5 ５２(５０) 2

令和 1 令和2年3月31日 30 3 10.0 ６(３) 3 761 215 28.3 ５５(４９) 6

2 令和3年3月31日 30 5 16.7 ６(３) 3 722 209 28.9 ５２(４７) 5

3 令和4年3月31日 30 5 16.7 ６(3) 3 696 203 29.2 ５１(４４) 7

4 令和5年3月31日 29 5 17.2 6(3) 3 687 180 26.2 48(38) 10

大和高田市における審議会等委員への女性の登用状況調査

（平成17年度～令和4年度）

行政委員会 付属機関・その他審議会等
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女性職員の割合　《令和5年4月1日現在》 ※人権施策課基準一般職

役職 男 女 合計 女性の割合

部長級 12 0 12 0.0%

次長級 5 0 5 0.0%

課長級 55 7 62 11.3%

課長補佐級 10 13 23 56.5%

係長級 57 51 108 47.2%

主任級 43 51 94 54.3%

その他 106 105 211 49.8%

合　計 288 227 515 44.1%

　※外部からの派遣職員等、医療職職員及び非常勤職員は除く。

管理職

（課長補佐以上）
82 20 102 19.6%

男/全体 女/全体

男女割合 55.9% 44.1%

男管理職/男全体 女管理職/女全体

男女割合(管理職） 28.5% 8.8%
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（本　部　長）

副　市　長

（副　本　部　長）

市民生活部長

大和高田市男女共同参画推進体制組織図（2023年度）

市　長
大和高田市男女共同参画審議会　　10名

・男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議する

大和高田市男女共同参画推進本部　21名 ・男女共同参画の推進に関する施策の総合的な計画及び連絡調整に関すること

事務局　　市民生活部人権施策課

・男女共同参画の推進に関する施策の啓発及び意識の高揚に関すること

・その他、目的達成に必要な事項に関すること

本部員　19名

　・広報広聴課長　・人事課長　・市民課長　・人権施策課長　・危機管理課長　・生活安全課長　・まち振興課長　

・商工振興課長　・農業振興課長　・社会福祉課長　・保護課長　・こども家庭課長　・保育幼稚園課長

・健康増進課長　・地域包括ケア推進課長　・都市計画課長　・学校教育課長　・教育支援課長 　・生涯学習課長

男 女 共 同 参 画 推 進 委 員 会

（会　長）市民生活部長　　　　　　（副会長）人権施策課長

・推進本部の円滑な運営と、効果的な施策の推進のための具体的方策についての調査、検討

　　ヒート　ハート たかだ（大和高田市男女共同参画推進市民会議）44名

　　・市内の各種団体が推薦する者、一般公募で選考された市民、学識経験者で構成し
   それぞれの主体的な取り組みと相互の連携により積極的な推進活動を展開
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